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１．この投資信託説明書（交付目論見書）により行う「りそな・小型株ファンド」の受益証券の募集について

は、委託会社は証券取引法（昭和23年法第25号）第５条の規定に基づく有価証券届出書を平成17年12月2日

に関東財務局長に提出しており、平成17年12月3日にその届出の効力が生じております。 

２．この投資信託説明書（交付目論見書）は、証券取引法第13条の規定にもとづく目論見書のうち、同法第15条

第2項の規定に基づき、投資家がファンドを取得する際にあらかじめまたは同時に交付される目論見書で

す。 

３．投資信託説明書（請求目論見書）は、証券取引法第13条の規定にもとづく目論見書のうち、同法第15条第3

項の規定に基づき、投資家の請求により交付される目論見書です。なお、請求目論見書をご請求された場合

は、投資家の皆様ご自身でその旨を記録されるようお願いいたします。 

４．「りそな・小型株ファンド」の受益証券の価額は、同ファンドに組み入れられる有価証券等の値動き、為替

相場の変動等による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします。

当ファンドは元本が保証されているものではありません。 



 

 

 

 
有価証券届出書提出日 平成17年 12月 2日 

発 行 者 名 ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社 

代 表 者 の 役 職 氏 名 代表取締役社長  右 近  徳 雄  

本 店 の 所 在 の 場 所 東京都中央区日本橋兜町5番1号 

 

 

 

 

募集内国投資信託受益証券 

に係るファンドの名称 
りそな・小型株ファンド 

募集内国投資信託受益証券 

の金額 
募集総額： 上限 300億円 

有価証券届出書の写し 

を縦覧に供する場所 
該当事項はありません 
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投資信託説明書（交付目論見書）の主要内容を概要としてまとめております。 

ご投資家の皆様におかれましては、本概要を参考に本文をよくお読みいただき、商品の内容・リスクを十分

ご理解のうえ、お申込みくださいますようお願い申し上げます。 

りそな・小型株ファンド 

商 品 分 類 追加型株式投資信託／国内株式型（一般型） 

運用の基本方針 
ＳＧ 日本小型株マザーファンド受益証券への投資を通して、国内の小型株に分

散投資を行うことにより、積極的に収益の獲得を目指します。 

ベ ン チ マ ー ク Russell/Nomura Small Cap Growth インデックス*1 

ファンドのリスク 
ファンドは実質的に株式などの値動きのある有価証券に投資しますので、基準価

額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。 

信 託 期 間 原則として無期限 

決 算 日 年 1回決算、原則として 9月 10 日（休日の場合は翌営業日） 

収 益 分 配 原則として、決算時に基準価額水準等を勘案して分配する方針です。 

お 申 込 日 
原則として毎営業日（午後３時まで、わが国の証券取引所の半休日の場合は午前

11 時まで）*2、取得のお申込みができます。 

お 申 込 価 額 取得のお申込受付日の基準価額 

お 申 込 単 位 
自動けいぞく投資コース

一般コース 

：１万円以上１円単位 

：１万口以上１万口単位 

お申込手数料率 3.15％（税抜き 3.00％）を上限として販売会社が定める料率とします。 

ご解約（換金） 

・ 原則として毎営業日（午後３時まで、わが国の証券取引所の半休日の場合は午

前 11 時まで）*2ご解約のお申込み（一部解約の実行の請求）ができます。 

・ ご解約金の支払いは、ご解約のお申込受付日から起算して、原則として５営業

日目以降となります。 

ご 解 約 価 額 ご解約お申込受付日の基準価額 

信託財産留保額 ありません。 

信 託 報 酬 
純資産総額に対して年率 1.785％（税抜き 1.700％）※を乗じて得た額とします。

※信託報酬の内訳等詳細につきましては、投資信託説明書本文をご覧ください。 

委 託 会 社 ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社 

受 託 会 社 りそな信託銀行株式会社 

*1  Russell/Nomura Small Cap Growth インデックスは、Russell/Nomura 日本株インデックスのスタイル別の指数で、時価総額

の下位約 15%の銘柄のうち、グロース銘柄によって構成されています｡ 

 Russell/Nomura Small Cap Growth インデックスは、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券

株式会社及び Frank Russell Company に帰属します。なお、野村證券株式会社及び Frank Russell Company は、当該インデ

ックスの正確性、完全性、信頼性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありま

せん｡ 

*2 上記所定の時間までにお申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分と

させていただきます。これを過ぎてからのお申込みは翌営業日の取扱いとなります。 

投資信託説明書（交付目論見書）の概要 



 

 

ファンドの販売会社、基準価額等のご照会は、委託会社にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

フリーダイヤル： ０１２０－４９８－１０４

受付は土・日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時（証券取引所の半休日は午前9時から正午）

ホームページアドレス： http://www.sgam.co.jp/

お問い合わせ先

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

フリーダイヤル： ０１２０－４９８－１０４

受付は土・日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時（証券取引所の半休日は午前9時から正午）

ホームページアドレス： http://www.sgam.co.jp/



 

 

 

 

本投資信託説明書（交付目論見書）中で使用されている用語についての簡単な解説です。 

運 用 報 告 書 
ファンドの運用状況を受益者に説明する報告書のことです。決算日ごと（毎月決算型の場合は 6 カ月

経過ごと）および償還時に作成され、販売会社を通じて受益者の手元に届きます。 

解 約 価 額 
ファンドの解約時の価額で、基準価額から信託財産留保額を差し引いたものです。信託財産留保額

がないファンドについては、基準価額と同じになります。 

株 式 投 資 信 託 

株式を少しでも組み入れることが可能なファンドをいいます。債券や短期金融商品も運用対象となる

ため、主として債券に投資するファンドや実際には株式を組み入れないファンドも分類されます。ま

た、募集期間の違いにより、単位型と追加型に分類されます。 

基 準 価 額 

ファンドの純資産総額を受益権総口数で割ったものです。設定当初は 1 口 1 円でスタートしますが、

運用に応じて価額は変動します。なお、1 口 1 円でスタートするものは便宜上 1 万口当たりの価額で

表示されます。 

個 別 元 本 方 式 

追加型株式投資信託の収益分配金や解約時の収益に対する課税対象額を、各受益者の取得元本

をもとに算出する方式です。また追加型公社債投資信託（日々決算型等を除く）についても導入され

つつあります。受益者が同一ファンドを複数回取得した場合、個別元本は追加購入のつど受益権口

数で加重平均され算出されます。また、特別分配金を受取った場合は、当該特別分配金を控除した

額が、その後の個別元本となります。 

収 益 分 配 金 

ファンドの決算時に収益より支払われる金銭をいいます。当該分配金額を差し引いた（分配落ち）後

の基準価額が受益者の個別元本を下回る場合、その下回っている部分は元本の払戻しとみなされ、

特別分配金（非課税）となります。同額または個別元本を上回る場合は、全額が普通分配金（課税）と

なります。なお、分配は行われないこともあります。 

受 益 証 券 
契約型投資信託における当該投資信託の保有者である受益者の受益権を表す証券のことです。販

売会社に保管を委託できます。 

純 資 産 総 額  
ファンドに組み入れられている有価証券等の資産を時価で評価計算し、その合計に未収利息などの

資産を加え、未払金などの費用総額を差し引いたもので、ファンドの規模を表します。 

償 還 
ファンドの運用を終了することをいいます。予め決められた日（信託終了日）に運用を終了する満期償

還と、信託終了日より前に運用を終了する繰上償還があります。 

信託財産留保額 
ファンドの解約の際、資金流出のために発生する有価証券の売却手数料などを、解約する受益者に

負担してもらい、他の受益者の負担とさせないための費用です。 

信 託 報 酬 信託財産の中から委託会社・受託会社・販売会社などに支払われる報酬のことです。 

追加型投資信託 
ファンド設定後も、いつでも購入のお申込みができるファンドのことで、オープン型投資信託ともいい

ます。 

ベ ン チ マ ー ク ファンドの運用の目標となる指標をいい、運用実績を判断する目安となります。 

ポ ー ト フ ォ リ オ ファンドが運用対象として保有する株式や公社債などの資産構成および資産全体を指します。 
 

りそな・小型株ファンド 用語集 
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第一部 証券情報 

(1) ファンドの名称 

りそな・小型株ファンド 

（以下、「ファンド」といいます。） 
 

(2) 内国投資信託受益証券の形態等 

記名・無記名の別 ：原則無記名式（記名式への変更も可能） 

単位型・追加型の別 ：追加型 

指定格付機関による格付け ：格付けは取得しておりません。 

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、りそな信託銀行株式会

社を受託会社とする契約型の追加型証券投資信託受益証券（以下、「受益証券」といいま

す。）です。 
 

(3) 発行価額の総額 

300億円を上限とします。 
 

(4) 発行価格 

① 発行価格 

取得申込日の基準価額※とします。 

※ 基準価額とは、信託財産に属する資産を時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金

額（以下、「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した受益証券１口当た

りの価額をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。この

ように算出される基準価額は、組入有価証券等の値動き等の影響により日々変動します。 

② 基準価額の入手方法 

ファンドの基準価額については、委託会社が指定する、ファンドの取扱いを行う登録金融機

関（以下、「販売会社」といいます。）または委託会社（後述の「(12) その他 ④ その他」

をご参照ください。）にお問い合わせください。 

また基準価額は原則として、算出された日の翌日の日本経済新聞に掲載されます。（朝刊の

オープン基準価格欄［ＳＧアセット］にて「小型株」の略称で掲載されます。）なお、基準価

額は１万口当たりで表示されたものが発表されます。 
 

(5) 申込手数料 

申込手数料は、取得申込日の基準価額に取得口数を乗じて得た額に、3.15％（税抜き

3.00％）を上限として販売会社が個別に定める申込手数料率を乗じて得た額とし、取得申込時

にご負担いただくものとします。詳しくは販売会社（販売会社については「(12) その他 ④ 

その他」のお問い合わせ先にご照会ください。）にお問い合わせください。 
 

(6) 申込単位 

分配金の受取方法により、収益分配時に分配金を自動的に再投資する「自動けいぞく投資

コース」※と分配金を受け取る「一般コース」があります。各申込コースの申込単位は以下の

通りです。 
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申込コース 申込単位 

自動けいぞく投資コース １万円以上１円単位 

一般コース １万口以上１万口単位 

※ 「自動けいぞく投資コース」とは、分配金を税引き後無手数料で自動的に再投資するコースのことをいい

ます。ただし、販売会社等によっては､自動的に分配金の再投資を行わず、収益の分配が行われたときに

分配金を受け取る「定期引出取引」を選択することもできます。 

ただし、販売会社によって取り扱う申込コースおよび申込単位が異なる場合がありますので、

詳しくは販売会社（販売会社については「(12) その他 ④ その他」のお問い合わせ先にご照

会ください。）にお問い合わせください。 
 

(7) 申込期間 

継続募集期間：平成17年12月3日から平成18年12月7日まで※ 

※ 継続募集期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 
 

(8) 申込取扱場所 

受益証券の取得申込みは、販売会社で取り扱います。なお、取扱店※等、ご不明な点につい

ては販売会社（販売会社については「(12) その他 ④ その他」のお問い合わせ先にご照会く

ださい。）にお問い合わせください。 

※ 販売会社によっては、一部の支店・営業所等で取扱いを行わない場合があります。詳しくは、販売会社に

お問い合わせください。 
 

(9) 払込期日 

受益証券の取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、販売会社に対し取得申込みを

行います。申込者は、販売会社が定める期日（詳しくは販売会社（販売会社については「(12) 

その他 ④ その他」のお問い合わせ先にご照会ください。）にお問い合わせください。）ま

でに、取得申込総金額※を当該販売会社において支払うものとします。各取得申込日の継続募

集にかかる発行価額の総額は、追加信託を行う日に、販売会社より委託会社を経由して受託会

社のファンド口座に振り込まれます。 

※ 取得申込総金額とは、発行価格に取得申込口数を乗じた額に、申込手数料、申込手数料にかかる消費税お

よび地方税に相当する金額（以下、「消費税等相当額」といいます。）を加えた金額をいいます。 
 

(10) 払込取扱場所 

払込みは、お申込みの販売会社で取り扱います。なお、取扱店等、ご不明な点については販

売会社（販売会社については「(12) その他 ④ その他」のお問い合わせ先にご照会くださ

い。）にお問い合わせ下さい。 
 

(11) 振替機関に関する事項 

該当事項はありません。 
 

(12) その他 

① 取得申込みの方法 

受益証券の取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、販売会社に対し取得申込みを

行います。 
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「自動けいぞく投資コース」を選択する場合は、販売会社との間でファンドの受益証券の

「自動けいぞく投資約款」※にしたがった契約を締結します。なお、保護預りに関する契約を

締結し、受益証券を保護預りとすることができます。ただし、「自動けいぞく投資コース」を

選択する場合は、すべて保護預りとなります。 

※ 別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合、上記の約款は当該別の名

称に読み替えるものとします。 

また、販売会社により毎月のあらかじめ指定する日にあらかじめ指定した金額をもって、受

益証券の取得申込みを行う「定時定額購入取引(積立て)」を取り扱う場合があります。利用に

あたっては、販売会社と「定時定額購入取引(積立て)」に関する取り決めを行う必要がありま

す。詳しくは販売会社（後記④のお問い合わせ先にご照会ください。）にお問い合わせくださ

い。 

取得申込みは、毎営業日の午後３時（わが国の証券取引所の半休日は午前11時）までに申込

みが行われ､かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分と

し、これを過ぎて行われる申込みは翌営業日の受付分とします。 

② 取得申込受付の中止 

委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、信託財産の効率的な運用が妨げられ

ると委託会社が合理的に判断する場合、または証券取引所等における取引の停止、外国為替取

引の停止、その他やむを得ない事情がある場合には、委託会社の判断により、受益証券の取得

申込みの受付けを停止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの取消しまたはその両方

を行うことができるものとします。 

③ 日本以外の地域における発行 

該当事項はありません。 

④ その他 

委託会社へのお問い合わせ先 

 

 

 

 

お問い合わせ先

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

フリーダイヤル： ０１２０－４９８－１０４

受付は土・日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時（証券取引所の半休日は午前9時から正午）

ホームページアドレス： http://www.sgam.co.jp/

お問い合わせ先

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

フリーダイヤル： ０１２０－４９８－１０４

受付は土・日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時（証券取引所の半休日は午前9時から正午）

ホームページアドレス： http://www.sgam.co.jp/
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第二部 ファンド情報 

第１ ファンドの状況 

１ ファンドの性格 

(1) ファンドの目的及び基本的性格 

① ファンドの目的 

ファンドは主として国内の小型株を主要投資対象とする「ＳＧ 日本小型株マザーファンド」
受益証券への投資を通して、中長期的な信託財産の成長を図ることを目標として運用を行いま

す。 

② ファンドの基本的性格 

ファンドは追加型株式投資信託・国内株式型（一般型）＊に属し、運用はファミリーファンド

方式で行います。ファミリーファンド方式とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受

益者の資金をまとめてベビーファンドとし、ベビーファンドの資金の全部または一部をマザー

ファンドに投資することにより、実質的な運用はマザーファンドにおいて行う仕組みです。 
＊「国内株式型（一般型）」とは、社団法人投資信託協会が定める分類方法において、「約款上の株式組入限度

70％以上のファンドで、主として国内株式に投資するもの」として分類されるファンドをいいます。 

③ 信託金の限度額 

信託金の限度額は300億円です。 

 

(2) ファンドの仕組み 

ファンドの仕組みは、以下の通りです。 
 

 
 
 
 

 
 

 
受益者 

（投資家） 

 
りそな・小型株 

ファンド 

 
ＳＧ 日本小型株 

マザーファンド 

 

国内の株式

申込金 

収益分配金 
償還金 

投資 投資 

損益 損益 

＜ベビーファンド＞     ＜マザーファンド＞ 
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ファンドの関係法人および関係業務は、以下の通りです。 

ファンドの関係法人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
≪各契約の概要≫ 

各契約の種類 契約の概要 

募集・販売等に関する契約 

委託会社と販売会社の間で締結する、受益証券の募集の取扱い、

販売、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金およ

び一部解約金の支払い等に関する契約 

証券投資信託契約 

（証券投資信託にかかる信託契約（信託約款））
委託会社と受託会社の間で締結する、当該証券投資信託の設定か

ら償還にいたるまでの運営にかかる取り決め事項に関する契約 

 

証券投資信託契約

募集･販売等に
関する契約 

 
受益証券の募集の取扱い、販売、一部解約
の実行の請求の受付け、収益分配金、 
償還金および一部解約金の支払い等 

販 売 会 社 

ＳＧ 日本小型株 
マザーファンド 

マザーファンド

りそな・小型株ファンド

フ ァ ン ド

ソシエテジェネラルアセットマネジメント 
株式会社（ＳＧ ＡＭ（ジャパン）） 

 
信託財産の運用指図、受益証券の発行業務、
目論見書および運用報告書の作成等 

委 託 会 社 

りそな信託銀行株式会社 
 

再信託受託会社 
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

 
（信託財産の保管、管理業務） 

受 託 会 社 
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委託会社の概況 

名 称 ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社 

資本の額 １２億円 

会 社 の 

沿 革 

 昭和 46 年 11 月 22 日 

 昭和 55 年 1 月 4 日 

 平成 10 年 1 月 28 日 

 平成 10 年 4 月 1 日 

 平成 10 年 11 月 30 日 

 平成 16 年 8 月 1 日 

 

山一投資カウンセリング株式会社設立 

山一投資カウンセリング株式会社から山一投資顧問株式会社へ社名変更 

ソシエテ ジェネラル投資顧問株式会社が主要株主となる 

山一投資顧問株式会社からエスジー山一アセットマネジメント株式会社へ社名変更 

証券投資信託委託会社の免許取得 

りそなアセットマネジメント株式会社と合併し、ソシエテジェネラルアセットマネジメント

株式会社へ社名変更 

大 株 主 名     称 住     所 所 有 株 式 数 比     率

の 状 況 ソシエテジェネラル投資顧問（株） 東京都中央区日本橋兜町 5番 1 号 2,400,000 株 100% 

（本書提出日現在） 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ソシエテ ジェネラル グループの表記について 

本書においてソシエテ ジェネラルを「ＳＧ」、ソシエテ ジェネラル アセット マネジメントを「ＳＧアセット
マネジメント」または「ＳＧ ＡＭ」と表示することがあります。「ＳＧ」とはソシエテ ジェネラルを表すブラ
ンドであり、ファンドの関係法人またはグループ会社の名称を以下のように示すことがあります。 

ソシエテ ジェネラル               ＳＧ 
 
 

ソシエテ ジェネラル アセット マネジメント    ＳＧ アセット マネジメント 

  （本社・フランス パリ）      またはＳＧ ＡＭ 
 

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社 ＳＧ アセット マネジメント（ジャパン） 

  （本社・日本 東京）       またはＳＧ ＡＭ（ジャパン） 
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２ 投資方針 

(1) 投資方針 

① 運用方針 

ファンドは中長期的な信託財産の成長を図ることを目標として運用を行います。 

② 投資態度 

（イ）ＳＧ 日本小型株マザーファンド受益証券への投資を通して、国内の小型株に分散投資を

行うことにより、積極的に収益の獲得を目指します。このほか、東証１部の時価総額 2,000

億円未満の銘柄およびその他市場（東証 2 部、地方取引所等）、店頭市場への上場・登録

銘柄に直接投資することがあります。＊1 

ＳＧ 日本小型株マザーファンドの投資対象は東証１部の時価総額 2,000 億円未満の銘柄

およびその他市場（東証 2部、地方取引所等）、店頭市場への上場・登録銘柄です。＊1 

（ロ）小型株市場の中から、徹底したファンダメンタル・リサーチ（企業分析）により成長企

業を発掘し、バリュエーション分析（割高・割安分析）で銘柄の割安度を総合判断して投

資することで、中長期的なキャピタルゲイン（値上がり益）の獲得を目指します。 

（ハ）Russell/Nomura Small Cap Growth インデックス＊2 をベンチマーク（運用目標）とし、

中長期において、ベンチマークを上回ることを目標とします。株式への実質投資割合は、

原則として高位とします。 

（ニ）ポートフォリオの構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。 

（ホ）資産動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異

なる運用を行う場合があります。 

 
＊1 当該基準については､ファンドに組入れる際に適用するものとします。 

＊2 Russell/Nomura Small Cap Growth インデックスは、Russell/Nomura 日本株インデックスのスタイル

別の指数です｡Russell/Nomura Total Market インデックスは、わが国の全証券取引所上場銘柄および

店頭登録銘柄の全時価総額の 98%超をカバーしております｡このうち、時価総額の下位約 15％の銘柄の

中でグロース銘柄を対象として Russell/Nomura Small Cap Growth インデックスが構成されています｡ 

Russell/Nomura Small Cap Growth インデックスは、野村證券株式会社が公表している指数で、その

知的財産権は野村證券株式会社及び Frank Russell Company に帰属します。なお、野村證券株式会社

及び Frank Russell Company は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性を保証するものではな

く、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません｡ 
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③ 運用の特徴 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

豊富な経験

小型株の運用経験

リサーチ活動

経営者への直接取材を重視

運用チームは、主に年金向けに、長年小型株
運用を専門に担当しています。

企業とのミーティングの5割が社長へのインタ
ビュー。経験豊富な担当者ならではの貴重な情
報を収集します。

定
量
面

成長力

経営力・競争力

収益性

安定性

中長期的な成長力等を
判断します

経営者の質やサービスの
競争力等を見極めます

独自のレーティング

小型株市場では、
公開情報が少なく、
業績等過去の実
績データに乏しい
ため、特に定性面
の調査が重要とな
ります。

潜在成長力
のある企業の
発掘可能に定

性
面

豊富な経験

小型株の運用経験

リサーチ活動

経営者への直接取材を重視

運用チームは、主に年金向けに、長年小型株
運用を専門に担当しています。

企業とのミーティングの5割が社長へのインタ
ビュー。経験豊富な担当者ならではの貴重な情
報を収集します。

定
量
面

成長力

経営力・競争力

収益性

安定性

中長期的な成長力等を
判断します

経営者の質やサービスの
競争力等を見極めます

独自のレーティング

小型株市場では、
公開情報が少なく、
業績等過去の実
績データに乏しい
ため、特に定性面
の調査が重要とな
ります。

潜在成長力
のある企業の
発掘可能に定

性
面

新興 ＋ 再成長

幅広い投資対象
【投資対象のイメージ】

事業改革等により改めて
成長が期待できる企業

近年新規公開した新しい成長
産業のフロントランナー(先駆者)

【投資のタイミングのイメージ】

投資のタイミング

企業の設立からの年数

企
業
の
成
長
性

新興 ＋ 再成長

幅広い投資対象
【投資対象のイメージ】

事業改革等により改めて
成長が期待できる企業

近年新規公開した新しい成長
産業のフロントランナー(先駆者)

【投資のタイミングのイメージ】

投資のタイミング

企業の設立からの年数

企
業
の
成
長
性

 銘柄を、小型株運用のスペシャリストが厳選します。 

小型株運用に特化した経験豊富な運用チームによるリサーチ活動と独自のレーティング

(評価方法)により銘柄を厳選し、割高・割安分析により最適のタイミングで投資します。

 企業の様々な成長の機会を捉えます。 

新成長産業のフロントランナー（先駆者）となる企業に投資します。また、事業改革等

により改めて成長が期待できる企業に投資します。 
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(2)投資対象 

① 投資の対象とする資産の種類 

この信託において投資の対象とする資産は、次に掲げるものとします。 
（イ）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１

項で定めるものをいいます。以下同じ。） 

(a) 有価証券 

(b) 有価証券指数等先物 1 取引にかかる権利 

(c) 有価証券オプション取引にかかる権利 

(d) 外国市場証券先物取引にかかる権利 

(e) 有価証券店頭指数等先渡取引にかかる権利 

(f) 有価証券店頭オプション取引にかかる権利 

(g) 有価証券店頭指数等スワップ取引にかかる権利 

(h) 金銭債権（(a)、(i)および(k)に掲げるものに該当するものを除く。以下同じ。） 

(i) 約束手形（証券取引法（昭和 23 年法律第 25 号）第２条第１項第８号に掲げるものを除

く。） 

(j) 金融先物取引にかかる権利 

(k) 金融デリバティブ取引にかかる権利（(b)から(g)まで、および(j)に掲げるものに該当す

るものを除く。） 

(l) 次に掲げるものを信託する信託の受益権（(a)に掲げるものに該当するものを除く。） 

Ａ 金銭（信託財産を主として前記(a)から(k)に掲げる資産に対する投資として運用することを

目的とする場合に限る。） 

Ｂ 有価証券 

Ｃ 金銭債権 

（ロ）次に掲げる特定資産以外の資産 

(a) 外国有価証券市場において行われる有価証券先物取引と類似の取引にかかる権利 

(b) 為替手形 

(c) 抵当証券 

② 投資対象とする有価証券 

ファンドは、ＳＧ 日本小型株マザーファンド受益証券に投資するほか、次の有価証券に投資する
ことができます。 
(a) 株券または新株引受権証書 

(b) 国債証券 

(c) 地方債証券 

(d) 特別の法律により法人の発行する債券 

(e) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型

新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。） 

(f) 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（証券取引法第２条第１項第３号の２で定

めるものをいいます。） 

(g) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（証券取引法第２条第１項第５号

で定めるものをいいます。） 
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(h) 協同組織金融機関にかかる優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書（証券取

引法第２条第１項第５号の２で定めるものをいいます。） 

(i) 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券（単位未満優先出資証券を含む。）又

は新優先出資引受権を表示する証券（証券取引法第２条第１項第５号の３で定めるものを

いいます。） 

(j) コマーシャル・ペーパー 

(k) 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）

および新株予約権証券 

(l) 外国または外国法人の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有

するもの 

(m) 投資信託または外国投資信託の受益証券（証券取引法第２条第１項第７号で定めるもの

をいいます。） 

(n) 投資証券または外国投資証券（証券取引法第２条第１項第７号の２で定めるものをいい

ます。） 

(o) 外国貸付債権信託受益証券（証券取引法第２条第１項第 10 号で定めるものをいいます。） 

(p) オプションを表示する証券または証書（証券取引法第２条第１項第 10 号の２で定めるも

のをいいます。） 

(q) 預託証書（証券取引法第２条第１項第 10 号の３で定めるものをいいます。） 

(r) 外国法人が発行する譲渡性預金証書 

(s) 貸付債権信託受益権（証券取引法第２条第２項第１号で定めるものをいいます。） 

(t) 外国法人に対する権利で前号の権利の性質を有するもの 

なお、(a)の証券または証書、(l)ならびに(q)の証券または証書のうち(a)の証券または証書の性質

を有するものを以下「株式」といい、(b)から(f)までの証券および(l)ならびに(q)の証券または証書の

うち(b)から(f)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、(m)および(n)の証券を以下「投

資信託証券」といいます。 

③ 投資対象とする金融商品 

委託会社は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用する

ことを指図することができます。 
(a) 預金 

(b) 指定金銭信託 

(c) コール・ローン 

(d) 手形割引市場において売買される手形 

④ 前記①の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、

委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③の(a)から(d)までに

掲げる金融商品により運用することの指図ができます。 
⑤ その他 

１ 信用取引により株券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、株

券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。 
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２ わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券

オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことがで

きます。なお、選択権取引は、オプション取引に含まれるものとします。 

３ わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかか

る先物取引およびオプション取引を行うことができます。 

４ わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引

所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。 

５ スワップ取引を行うことができます。なお、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたと

きは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。 

６ 金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。なお、担保の提供あるいは受入

れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。 

７ 信託財産に属する株式および公社債を貸し付けることができます。なお、必要と認めたと

きは、担保の受入れを行うものとします。 

８ 一部解約金の支払資金に不足額が生じたときは、資金借入れをすることができます。 
 

(3) 運用体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファンドの運用は、委託会社の株式運用部の小型株運用チームが行います。小型株運用チーム

に所属しているファンド･マネージャーは、月に２回開催する小型株運用会議で決定する投資戦略、

市場環境の分析結果を反映し運用を行います。ファンドの運用状況は、審査監査部・運用審査室

がモニターしており､月に１回開催するレビュー会議において、運用評価、リスク分析がファンド･

マネージャーに報告されます。 

※ 上記は本書提出日現在の運用体制です。運用体制は変更されることがあります。 

小型株運用会議
（月2回）

売買指図

株式運用部

小型株運用チーム
ファンドの運用

投資戦略
の決定

市場環境
の分析

トレーディング部
売買執行

レビュー委員会
（月1回）

運用評価・リスク分析

審査・監査部
運用審査室
運用状況のチェック

投資調査部
セクター情報
銘柄情報等*

*小型株チームでは､ファンド・
マネージャーがアナリストを
兼務していますが、投資調査
部からの情報も利用します。

小型株運用会議
（月2回）

売買指図

株式運用部

小型株運用チーム
ファンドの運用

投資戦略
の決定

市場環境
の分析

トレーディング部
売買執行

レビュー委員会
（月1回）

運用評価・リスク分析

審査・監査部
運用審査室
運用状況のチェック

投資調査部
セクター情報
銘柄情報等*

*小型株チームでは､ファンド・
マネージャーがアナリストを
兼務していますが、投資調査
部からの情報も利用します。
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(4) 分配方針 

① 収益分配方針 
毎決算時（原則として 9月 10 日）に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。 

(a) 分配対象額 

経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額と

します。 

(b) 収益分配金額 

委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合は

分配を行わないこともあります。 
(c) 収益分配にあてず、信託財産に留保した利益の運用方針 

特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。 

② 収益の分配 

信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 

(a) 配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控

除した額（以下、「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬

にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができ

ます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立て

ることができます。 

(b) 売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下、「売買益」といいます。）は、諸経費、信

託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のある

ときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。な

お、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。 

③ 収益分配金の交付 

「自動けいぞく投資コース」の受益者の場合は、毎計算期間終了日の基準価額にて、その翌

営業日に収益分配金の手取額をもって、ファンドの買付けを自動的に行います。 

「一般コース」の受益者の場合は、毎計算期間終了日後１カ月以内の委託会社の指定する日

（原則として決算日から起算して５営業日目）から収益分配金交付票と引換えに収益分配金を

支払います。支払いは、委託会社の指定する販売会社の営業所等において行うものとします。 

「一般コース」の受益者が、支払い開始日から５年間支払いの請求を行わない場合はその権利

を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。 

 

(5) 投資制限 

① 信託約款に基づく投資制限 

（イ）ＳＧ 日本小型株マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません（約款「運

用の基本方針」）。 

（ロ）株式への実質投資割合（ＳＧ 日本小型株マザーファンド受益証券を通じての投資を含む

投資の割合を言います。以下同じ。）には、制限を設けません（約款「運用の基本方針」）。 
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（ハ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券

取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場におい

て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債

権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限

りではありません。以上にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券

および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるもの

については、委託会社が投資することを指図することができるものとします（約款第20条）。 

（ニ）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において、信託財産の

純資産総額の20％以内とします（約款「運用の基本方針」、第18条第４項）。 

（ホ）投資信託証券（ＳＧ 日本小型株マザーファンド受益証券を除きます。）への実質投資割合

は、信託財産の純資産総額の５％以内とします（約款「運用の基本方針」、第18条第５項）。 

（ヘ）同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以内とします（約款「運

用の基本方針」、第21条第１項）。 

（ト）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産

総額の10％以内とします（約款「運用の基本方針」、第21条第２項）。 

（チ）同一銘柄の転換社債および新株予約権付社債のうち商法第341条ノ３第１項第７号および

第８号の定めがあるものへの実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします

（約款「運用の基本方針」、第21条第３項）。 

（リ）信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とＳＧ 日本小型株マザーファン

ドに属する当該売付けにかかる建玉の時価総額との合計額が信託財産の純資産総額の範囲

内とします（約款第26条）。 

（ヌ）スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの

とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限

りではありません（約款第23条）。 

（ル）金利先渡取引および為替先渡取引については、当該取引の決済日が、原則として信託期間

を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに

ついてはこの限りではありません（約款第24条）。 

（ヲ）信託財産に属する株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財

産で保有する株式の時価合計額の50％を超えないものとします。また、公社債の貸付けは

貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面

金額の合計額の50％を超えないものとします（約款第25条）。 

② 法令等に基づく主な投資制限 

投資信託及び投資法人に関する法律等により、次に掲げる取引は制限されます。 

（イ）同一法人の発行する株式の投資制限 

投資信託委託業者は、同一法人の発行する株式について、委託会社が運用を行う、すべて

の投資信託の投資信託財産として有する同一法人の発行する株式にかかる議決権の総数が、

当該株式の総発行株式の数にかかる議決権の総数の 50％を超えることとなるときは、投資

信託財産をもって当該株式を取得することはできません。 
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（ロ）先物取引等の評価損の制限 

委託会社は、信託財産の純資産の 100 分の 50 を乗じた額が、当該信託財産にかかる次の

（a）および（b）に掲げる額（これら取引のうち、当該取引が評価損を生じたのと同じ事由

により評価益を生じた取引がある場合には、当該評価益の合計額を控除した額とします。） 

ならびに（c）および（d）に掲げる額の合計額を下回ることとなるものにかかわらず、当該

信託財産にかかる有価証券先物取引等を行うことまたは継続することはできません。 

(a) 信託財産にかかる先物取引等評価損（有価証券オプション取引等（有価証券オプション取

引、外国有価証券市場におけるこれと同類の取引および金融オプション取引（海外金融先

物市場におけるこれと類似の取引を含む。）をいいます。以下、後記(b)において同じ）お

よび有価証券店頭オプション取引等（有価証券店頭オプション取引および選択権付債券売

買）の売付約定にかかるものを除きます。） 

(b) 信託財産にかかる有価証券オプション取引等および有価証券店頭オプション取引等のう

ち売付約定にかかるものにおける原証券等（オプションの行使の対象となる―または複数

の有価証券もしくは有価証券指数またはこれと類似のものをいいます。）の時価とその行

使価格との差額であって当該オプションの行使にともない発生すると見込まれる損失の

額から当該オプションにかかる帳簿価額を控除した金額であって評価損となるもの 

(c) 信託財産をもって取得し現在保有している新株予約権を表示する証券または証書にかか

る時価とその帳簿価額との差額であって評価損となるもの 

(d) 信託財産をもって取得し現在保有しているオプションを表示する証券または証書にかか

る時価とその帳簿価額との差額であって評価損となるもの 

 

＜参考情報＞ ＳＧ 日本小型株マザーファンドの運用・投資について 

１ 運用の基本方針 

主として国内の小型株に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目標として運用を行

います。 

２ 投資方針 

(1)投資対象 

東証１部の時価総額 2,000 億円未満の銘柄およびその他市場（東証 2 部、地方取引所等）、

店頭市場への上場・登録銘柄を主要投資対象とします。 

(2)投資態度 

① 小型株市場の中から、徹底したファンダメンタル・リサーチ（企業分析）により成長企業を

発掘し、バリュエーション分析で銘柄の割安度を総合判断して投資することで、中長期的な

キャピタルゲイン（値上がり益）の獲得を目指します。 

② Russell/Nomura Small Cap Growth インデックスをベンチマーク（運用目標）とし、中長期

において、ベンチマークを上回ることを目標とします。 

③ ポートフォリオの構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。 

④ 資産動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる

運用を行う場合があります。 
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３ 投資対象 

① 投資の対象とする資産の種類 

この信託において投資の対象とする資産は、次に掲げるものとします。 

１ 次に掲げる特定資産 

(a) 有価証券 

(b) 有価証券指数等先物取引にかかる権利 

(c) 有価証券オプション取引にかかる権利 

(d) 外国市場証券先物取引にかかる権利 

(e) 有価証券店頭指数等先渡取引にかかる権利 

(f) 有価証券店頭オプション取引にかかる権利 

(g) 有価証券店頭指数等スワップ取引にかかる権利 

(h) 金銭債権（(a)、(i)および(k)に掲げるものに該当するものを除く。以下同じ。） 

(i) 約束手形（証券取引法（昭和23年法律第25号）第２条第１項第８号に掲げるものを除

く。） 

(j) 金融先物取引にかかる権利 

(k) 金融デリバティブ取引にかかる権利（(b)から(g)まで、および(j)に掲げるものに該

当するものを除く。） 

(l) 次に掲げるものを信託する信託の受益権（(a)に掲げるものに該当するものを除く。） 

Ａ 金銭（信託財産を主として前記(a)から(k)に掲げる資産に対する投資として運用するこ

とを目的とする場合に限る。） 

Ｂ 有価証券 

Ｃ 金銭債権 

２ 次に掲げる特定資産以外の資産 

(a) 外国有価証券市場において行われる有価証券先物取引と類似の取引にかかる権利 

(b) 為替手形 

(c) 抵当証券 

② 運用の指図範囲 

主として次の有価証券に投資することを指図します。 

１ 株券または新株引受権証書 

２ 国債証券 

３ 地方債証券 

４ 特別の法律により法人の発行する債券 

５ 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型

新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。） 

６ 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（証券取引法第２条第１項第３号の２で定

めるものをいいます。） 

７ 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（証券取引法第２条第１項第５号

で定めるものをいいます。） 

８ 協同組織金融機関にかかる優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書（証券取

引法第２条第１項第５号の２で定めるものをいいます。） 
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９ 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券（単位未満優先出資証券を含む。） 

または新優先出資引受権を表示する証券（証券取引法第２条第１項第５号の３で定める

ものをいいます。） 

10 コマーシャル・ペーパー 

11 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）

および新株予約権証券 

12 外国または外国法人の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有

するもの 

13 投資信託または外国投資信託の受益証券（証券取引法第２条第１項第７号で定めるもの

をいいます。） 

14 投資証券または外国投資証券（証券取引法第２条第１項第７号の２で定めるものをいい

ます。） 

15 外国貸付債権信託受益証券（証券取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。） 

16 オプションを表示する証券または証書（証券取引法第２条第１項第10号の２で定めるも

のをいいます。） 

17 預託証書（証券取引法第２条第１項第10号の３で定めるものをいいます。） 

18 外国法人が発行する譲渡性預金証書 

19 貸付債権信託受益権（証券取引法第２条第２項第１号で定めるものをいいます。） 

20 外国法人に対する権利で前号の権利の性質を有するもの 

なお、１の証券または証書、12ならびに17の証券または証書のうち１の証券または証書の性質

を有するものを以下「株式」といい、２から６までの証券および12ならびに17の証券または証書の

うち２から６までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13および14の証券を以下「投

資信託証券」といいます。 

③ 信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することがで

きます。 

１ 預金 

２ 指定金銭信託 

３ コール・ローン 

４ 手形割引市場において売買される手形 

④ 前記①の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が

運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③の１から４までに掲げる金融商品により

運用することの指図ができます。 

⑤ 法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託会社の関係会社が発行する有価証券により運用すること

を指図することができます。また、信託金による有価証券その他の資産の取得を委託会社の関係会社

から行うことを指図することができます。 
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４ 投資制限 

① 信託約款による投資制限 

１ 株式への投資割合には、制限を設けません（約款「運用の基本方針」）。 

２ 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証

券取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場に

おいて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また

は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、

この限りではありません。以上にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引

受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確

認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとしま

す（約款第14条）。 

３ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において、信託財産の純

資産総額の20％以内とします（約款「運用の基本方針」、第12条第４項）。 

４ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします（約款「運用

の基本方針」、第12条第５項）。 

５ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以内とします（約款「運

用の基本方針」、第15条第１項）。 

６ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総

額の10％以内とします（約款「運用の基本方針」、第15条第２項）。 

７ 同一銘柄の転換社債および新株予約権付社債のうち商法第341条ノ３第１項第７号およ

び第８号の定めがあるものへの投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします

（約款「運用の基本方針」、第15条第３項）。 

８ 信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲

内とします（約款第20条）。 

９ スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも

のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ

の限りではありません（約款第17条）。 

10 金利先渡取引および為替先渡取引については、当該取引の決済日が、原則として信託期

間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも

のについてはこの限りではありません（約款第18条）。 

11 信託財産に属する株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託

財産で保有する株式の時価合計額の50％を超えないものとします。また、公社債の貸付

けは貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債

の額面金額の合計額の50％を超えないものとします（約款第19条）。 
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３ 投資リスク 

(1) ファンドのリスク 

ファンドは、主としてＳＧ 日本小型株マザーファンド受益証券への投資を通して、実質的に

株式など値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、ファン

ドは、金融機関の預金と異なり元本が保証されているものではありません。 

ファンドは、預金保険機構あるいは保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、

証券会社以外でファンドを取得された場合は、投資者保護基金による支払対象ではありません。

信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。 

ファンドの主なリスクは以下の通りです。なお、これらは全てのリスクを網羅したものではな

く、記載以外のリスクも存在します。 

 

① 価格変動リスク 

株式は、国内および国際的な政治・経済情勢の影響をうけ、価格が下落するリスクがあり

ます。一般に株式市場が下落した場合には、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被るこ

とがあります。また、ファンドが実質的に投資する小型株は、相対的に値動きが大きくなる

傾向があります。 

② 流動性リスク 

大口の解約を受けた場合､有価証券を大量に売却しなければならない事があります｡その際、

市況動向や流動性の状況によっては、基準価額が大きく下落することがあります。特にファ

ンドが実質的に投資する小型株市場は、取引量が比較的小さいため､市場実勢から期待される

価格で組入れ銘柄を売却できないことがあります。 

③ 信用リスク 

有価証券等の発行体の倒産や財務状況の悪化等により、株価の下落や、公社債および短期

金融資産等の利息または償還金の支払が遅延したり履行されないリスクがあります。 

④ ファミリーファンド方式による影響 

ファミリーファンド方式では、複数のベビーファンドが同一マザーファンドに投資する可能

性があるため、ファンドが他のベビーファンドの設定・解約の影響を受ける場合があります。 
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(2) 委託会社のリスク管理について 

ファンドのリスク管理として、運用の基本方針に沿った資産構成になっているか、あるいは

適切な投資行動となっているかを検証しています。また、レビュー委員会において、ファンド

特性をふまえたパフォーマンス評価・検討を行っています。 

 

委託会社のリスク管理体制 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 上記は本書提出日現在のリスク管理体制です。リスク管理体制は変更されることがあります。 

 

リスク・コンプライアンス委員会リリススクク・・ココンンププラライイアアンンスス委委員員会会

ＳＧアセットマネジメント（パリ）

リスク管理本部 (Risk Management Department)

ＳＧＳＧアセットアセットマネジメント（パリ）マネジメント（パリ）

リスク管理本部 (Risk Management Department)

定期報告＆意見交換

１．パフォーマンス評価

運用コンセプトと実際の整合性

同一プロダクト間の分散状況

２．運用上のリスク管理

運用ガイドライン

運用の健全性チェック

１．パフォーマンス評価

運用コンセプトと実際の整合性

同一プロダクト間の分散状況

リーガル・リスクの管理

法令、業界ルールの調査

社内規則の整備

社内規則の遵守の監視･監督

トレーニングの実施

（法令遵守意識の向上）

３．内部監査と各種リスクの管理

内部監査の実施と業務改善指導

リスクレポート作成

顧客苦情・事務過誤等の報告

受理と対応監視

業務マニュアルの取りまとめ

レ
ビ
ュ
ー
委
員
会

レ
ビ
ュ
ー
委
員
会

審査・監査部 法務・コンプライアンス部

リスク・コンプライアンス委員会リリススクク・・ココンンププラライイアアンンスス委委員員会会

ＳＧアセットマネジメント（パリ）

リスク管理本部 (Risk Management Department)

ＳＧＳＧアセットアセットマネジメント（パリ）マネジメント（パリ）

リスク管理本部 (Risk Management Department)

定期報告＆意見交換

１．パフォーマンス評価

運用コンセプトと実際の整合性

同一プロダクト間の分散状況

２．運用上のリスク管理

運用ガイドライン

運用の健全性チェック

１．パフォーマンス評価

運用コンセプトと実際の整合性

同一プロダクト間の分散状況

リーガル・リスクの管理

法令、業界ルールの調査

社内規則の整備

社内規則の遵守の監視･監督

トレーニングの実施

（法令遵守意識の向上）

３．内部監査と各種リスクの管理

内部監査の実施と業務改善指導

リスクレポート作成

顧客苦情・事務過誤等の報告

受理と対応監視

業務マニュアルの取りまとめ

レ
ビ
ュ
ー
委
員
会

レ
ビ
ュ
ー
委
員
会

審査・監査部 法務・コンプライアンス部
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４ 手数料等及び税金 

(1) 申込手数料 

申込手数料は、取得申込日の基準価額に取得口数を乗じて得た額に､3.15％（税抜き 3.00％）

を上限として販売会社が個別に定める申込手数料率を乗じて得た額とし､取得申込時にご負担

いただくものとします｡ 
ただし、「自動けいぞく投資コース」において収益分配金を再投資する場合には、申込手数料

はありません。 

＜取得申込時にお支払いいただく金額＞ 

 

 

 

 

 

 

 

販売会社が個別に定める申込手数料率についての詳細は、販売会社（販売会社については下

記のお問い合わせ先にご照会ください。）にお問い合わせください。 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 換金（解約）手数料 

換金（解約）手数料はありません。 

(3) 信託報酬等 

① 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率1.785％（税抜き1.700％）を乗じて得た額

とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。 

② 信託報酬は、毎計算期間の最初の６カ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、

信託財産中から支弁します。また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を信託報酬支

弁のときに、信託財産から支弁します。信託報酬の配分は以下の通りとします。また、信託

報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社がい

ったん信託財産から収受した後、販売会社ごとの純資産総額に応じて支払います。 

委託会社 販売会社 受託会社 

0.840％(税抜 0.80％)以内 0.840％(税抜 0.80％) 0.105％(税抜 0.10％) 

 

取得申込
総金額 ファンドの

取得金額

お申込手数料
（消費税等
相当額を含む）

取得申込
総金額 ファンドの

取得金額

お申込手数料
（消費税等
相当額を含む）

お問い合わせ先

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

フリーダイヤル： ０１２０－４９８－１０４

受付は土・日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時（証券取引所の半休日は午前9時から正午）

ホームページアドレス： http://www.sgam.co.jp/

お問い合わせ先

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

フリーダイヤル： ０１２０－４９８－１０４

受付は土・日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時（証券取引所の半休日は午前9時から正午）

ホームページアドレス： http://www.sgam.co.jp/
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(4) その他の手数料等 

① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（監査費用、法律顧問・税務顧問へ

の報酬、印刷費用、郵送費用、公告費用、格付費用、受益証券の管理事務に関連する費用、

受益証券作成に関する費用等を含みます。）および受託会社の立替えた立替金の利息は、受

益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 

② 信託財産の監査に要する費用の額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産

総額に所定の率を乗じた額とし、毎計算期間の最初の６カ月終了日および毎計算期末または

信託終了のときに、当該監査費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産の中から支払い

ます。 

③ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、

売買委託手数料に対する消費税等相当額、先物取引・オプション取引等およびコール取引等

に要する費用ならびに外国における資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担

します。信託財産の証券取引等に伴う手数料や税金は信託財産が負担しますが、売買委託手

数料等は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります 

(5) 課税上の取扱い 

① 個別元本方式について 

（イ）個別元本について 

(a) 追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益証券の価額等（申込手数料

および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元

本（個別元本）にあたります。 

(b) 受益者が同一ファンドの受益証券を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が

追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されま

す。 

(c) ただし、保護預りではない受益証券および記名式受益証券については受益証券ごとに、

同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社ごとに、個別元本

の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取

得する場合は当該支店ごとに、「一般コース」と「自動けいぞくコース」の両コース

を通じてそれぞれ取得した場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があり

ます。 

(d) 受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特

別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります（「特別分配金」

については、「（ハ）収益分配金の課税について」をご参照ください。）。 

（ロ）一部解約時および償還時の課税について 

一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。 

（ハ）収益分配金の課税について 

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱い

となる「特別分配金」（受益者の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。 



－  － 22

受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配落ち後の基準価額が当該受益者

の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、収益

分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配落ち後の基準価額が当該受益者の

個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収

益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。 

なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か

ら当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 個人、法人別の課税の取扱いについて 

（イ）個人の受益者に対する課税 

個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに

一部解約時および償還時の個別元本超過額については、平成 20 年 3 月 31 日までは 10％

（所得税７％および地方税３％）、また平成 20 年 4 月 1 日以降は 20％（所得税 15％およ

び地方税５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度（源泉徴収のみで納税が

完了する仕組み）が適用されます。 

確定申告を行い総合課税の選択をすることも可能です。また、公募株式投資信託の償

還時および一部解約時の損失と、株式等譲渡益との通算が可能となります。 

収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金

は課税されません。 

（ロ）法人の受益者に対する課税 

法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに

一部解約時および償還時の個別元本超過額については、平成20年 3月 31日までは７％（所

得税７％）、また平成 20 年 4 月 1 日以降は 15％（所得税 15％）の税率による源泉徴収が

行われ、法人の受取額となります。なお地方税に関する源泉徴収はありません。 

収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金

は課税されません。 

なお、益金不参入制度が適用されます。 

 
※ 税法が改正された場合等には、上記「(5) 課税上の取扱い」の他、本書における税制等に関する記載内容
が変更されることがあります。 
 

分配
落ち前の
個別元本

分配落ち後の
新たな個別元本

普通分配金

特別分配金

取得申込時 収益分配時

収益
分配金

分配
落ち前の
個別元本

分配落ち後の
新たな個別元本

普通分配金

特別分配金

取得申込時 収益分配時

収益
分配金
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５ 運用状況 

(1) 投資状況 
（平成 17 年 10 月末日現在）

資産の種類 国名 時価合計 

（円） 

投資比率 

（％） 

ＳＧ 日本小型株マザーファンド受益証券 日本 4,643,842,749 95.77

現金・預金・その他の資産（負債控除後） 204,894,029 4.23

合計（純資産総額） 4,848,736,778 100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 

 
≪参考≫ ＳＧ 日本小型株マザーファンドの投資状況 

（平成 17 年 10 月末日現在）

資産の種類 国名 時価合計 

（円） 

投資比率 

（％） 

株式 日本 6,456,184,800 96.96 

現金・預金・その他の資産（負債控除後） 202,382,365 3.04 

合計（純資産総額） 6,658,567,165 100.00 

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 

 
(2) 投資資産 

① 投資有価証券の主要銘柄 

銘柄 口数 簿価単価

（円） 

簿価 

（円） 

評価単価

（円） 

時価 

（円） 

投資比率

（％） 

ＳＧ 日本小型株

マザーファンド 

3,657,433,055 1.1740 4,294,096,436 1.2697 4,643,842,749 95.77

（注1） 全１銘柄 

（注2） 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率であります。 

（注3） 単価は１口当たりを表示しています。 

 

② 投資不動産物件 

該当事項はありません。 

③ その他投資資産の主要なもの 

該当事項はありません。 
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≪参考≫ ＳＧ 日本小型株マザーファンドの投資資産 

① 投資有価証券の主要銘柄 
（平成 17 年 10 月末日現在）

数量 帳簿価額 時価評価額 
投資

比率
国／

地域 
種類 銘柄名 業種 

（株） 単価（円） 金額（円） 単価（円） 金額（円） （％）

日本 株式 

テイクアンドギヴ・

ニーズ サービス業 1,206 118,855.27 143,339,459 162,000.00 195,372,000 2.93

日本 株式 ケネディクス サービス業 398 358,000.00 142,484,000 474,000.00 188,652,000 2.83

日本 株式 クリード 不動産業 377 378,168.87 142,569,666 500,000.00 188,500,000 2.83

日本 株式 

アセット・マネジャ

ーズ サービス業 303 456,702.30 138,380,797 558,000.00 169,074,000 2.54

日本 株式 アーク その他製品 25,600 5,400.61 138,255,652 6,410.00 164,096,000 2.46

日本 株式 ポイント 小売業 22,800 5,470.00 124,716,000 7,170.00 163,476,000 2.46

日本 株式 マクロミル 情報・通信業 311 500,263.84 155,582,055 489,000.00 152,079,000 2.28

日本 株式 

ローランド ディ

ー．ジー． 電気機器 45,200 2,474.58 111,851,330 3,080.00 139,216,000 2.09

日本 株式 

フージャースコーポ

レーション 不動産業 252 428,010.18 107,858,567 545,000.00 137,340,000 2.06

日本 株式 インデックス 情報・通信業 1,051 149,937.16 157,583,957 130,000.00 136,630,000 2.05

日本 株式 パーク２４ 不動産業 47,600 2,423.65 115,365,740 2,740.00 130,424,000 1.96

日本 株式 ギガスケーズデンキ 小売業 39,100 2,510.00 98,141,000 3,270.00 127,857,000 1.92

日本 株式 エン・ジャパン サービス業 259 556,697.23 144,184,585 492,000.00 127,428,000 1.91

日本 株式 ニイウス 卸売業 993 146,392.29 145,367,544 126,000.00 125,118,000 1.88

日本 株式 西松屋チェーン 小売業 27,900 3,885.86 108,415,545 4,400.00 122,760,000 1.84

日本 株式 ネクストコム(新) 卸売業 876 160,389.14 140,500,886 138,000.00 120,888,000 1.82

日本 株式 アスクル 小売業 16,800 6,570.00 110,376,000 7,030.00 118,104,000 1.77

日本 株式 カブドットコム証券 

証券、商品先

物取引業 580 182,577.09 105,894,716 193,000.00 111,940,000 1.68

日本 株式 いちよし証券 

証券、商品先

物取引業 89,000 1,166.25 103,796,340 1,240.00 110,360,000 1.66

日本 株式 オーエスジー 機械 55,000 1,629.00 89,595,000 1,993.00 109,615,000 1.65

日本 株式 日本航空電子工業 電気機器 84,000 1,269.29 106,620,608 1,295.00 108,780,000 1.63

日本 株式 
ヴィレッジヴァンガー

ドコーポレーション 小売業 59 1,532,071.54 90,392,221 1,790,000.00 105,610,000 1.59

日本 株式 アクセル 電気機器 237 417,000.00 98,829,000 434,000.00 102,858,000 1.54

日本 株式 フルキャスト サービス業 341 241,000.00 82,181,000 298,000.00 101,618,000 1.53

日本 株式 

サイバー・コミュニ

ケーションズ サービス業 334 227,543.91 75,999,669 294,000.00 98,196,000 1.47

日本 株式 日本発條 金属製品 106,000 874.00 92,644,000 910.00 96,460,000 1.45

日本 株式 エンプラス 電気機器 34,400 3,247.85 111,726,080 2,770.00 95,288,000 1.43

日本 株式 ソディック 機械 71,300 1,477.00 105,310,100 1,335.00 95,185,500 1.43

日本 株式 ソフトブレーン 情報・通信業 412 224,321.43 92,420,432 210,000.00 86,520,000 1.30

日本 株式 黒田電気 卸売業 46,500 2,033.75 94,569,406 1,847.00 85,885,500 1.29

（注 1） 上位 30 銘柄 

（注 2） 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価評価額比率です。 
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業種別投資比率 

 業種 投資比率（％）  業種 投資比率（％）

1 サービス業 16.51 10 その他金融業 2.64

2 電気機器 14.26 11 化学 2.14

3 小売業 13.19 12 食料品 2.11

4 情報・通信業 10.37 13 精密機器 2.00

5 卸売業 8.97 14 金属製品 1.45

6 不動産業 8.80 15 建設業 1.43

7 機械 3.96 16 輸送用機器 1.06

8 その他製品 3.93 17 鉄鋼 0.82

9 証券、商品先物取引業 3.34 合計 96.96

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価評価額の比率です。 

② 投資不動産物件 

該当事項はありません。 

③ その他投資資産の主要なもの 

該当事項はありません。 
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(3) 運用実績 

① 純資産の推移 

 純資産総額 

（百万円） 

１万口当り基準価額 

（円） 

第１期計算期間末日 

（平成１７年 ９月１２日） 

3,593 

（3,757） 

10,938 

（11,438）

平成１６年１０月末 3,996 9,398 

     １１月末 4,138 9,514 

     １２月末 4,405 10,000 

平成１７年  １月末 4,527 10,241 

      ２月末 4,537 10,304 

      ３月末 4,333 10,474 

      ４月末 4,352 10,394 

      ５月末 4,363 10,616 

      ６月末 3,932 11,154 

      ７月末 3,604 11,519 

      ８月末 3,720 11,342 

      ９月末 4,321 11,148 

     １０月末 4,848 11,802 

（注）カッコ内の数字は分配付きの金額を表しています。 

 

② 分配の推移 

計算期間 1 万口当たり分配金（税込み）（円）

第1期計算期間（平成16年9月1日～平成17年9月12日） 500

 

③ 収益率の推移 

 収益率（％） 

第 1 期計算期間（平成 16 年 9 月 1日～平成 17 年 9 月 12 日） 14.38 

（注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価

額（分配落の額。第１期の場合は当該計算期間の期初の基準価額（当初１万口当たり 10,000 円）。）

を控除した額を当該計算期間の期初の基準価額で除して得た数に 100 を乗じて得た数をいいます。
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６ 手続等の概要 

(1) 申込（販売)手続等 

① 販売会社は、販売会社の営業日において、受益証券の募集・販売の取扱いを行います。受益

証券の取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、販売会社に対し取得申込みを行い

ます。取得申込みの取扱いは、営業日の午後３時（わが国の証券取引所の半休日は午前11時）

までに申込みが行われ､かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当

日の受付分とさせていただきます。これを過ぎて行われる申込みは翌営業日の取扱いとなり

ます。 

② 受益証券の価額は、取得申込日の基準価額とします。基準価額は、委託会社の毎営業日算出

されます。詳しくは「７ 管理及び運営 資産の評価」をご参照ください。 

③ 分配金の受取方法により、収益分配時に分配金を自動的に再投資する「自動けいぞく投資コ

ース」※と分配金を受け取る「一般コース」があります。各申込コースの申込単位は以下の

通りです。 

申込コース 申込単位 

自動けいぞく投資コース １万円以上１円単位 

一般コース １万口以上１万口単位 

※ 「自動けいぞく投資コース」とは、分配金を税引き後無手数料で自動的に再投資するコースのことをいい

ます。ただし、販売会社等によっては､自動的に分配金の再投資を行わず、収益の分配が行われたときに

分配金を受け取る「定期引出取引」を選択することもできます。 

なお、販売会社によって取り扱う申込コースおよび申込単位が異なる場合がありますので、

詳しくは販売会社（販売会社については下記のお問い合わせ先にご照会ください。）へお問

い合わせください。 

 

 
 
 
 
 

 

 

④ 取得申込時には申込手数料をご負担いただくものとします。ただし、「自動けいぞく投資コ

ース」において収益分配金を再投資する場合には、申込手数料はありません。 

⑤ 委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、信託財産の効率的な運用が妨げられ

ると委託会社が合理的に判断する場合、または証券取引所等における取引の停止、外国為替

取引の停止、その他やむを得ない事情がある場合には、委託会社の判断により、受益証券の

取得申込みの受付けを停止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの取消しまたはそ

の両方を行うことができるものとします。 

 

お問い合わせ先

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

フリーダイヤル： ０１２０－４９８－１０４

受付は土・日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時（証券取引所の半休日は午前9時から正午）

ホームページアドレス： http://www.sgam.co.jp/

お問い合わせ先

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

フリーダイヤル： ０１２０－４９８－１０４

受付は土・日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時（証券取引所の半休日は午前9時から正午）

ホームページアドレス： http://www.sgam.co.jp/
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(2) 換金（解約)手続等 

① 受益者（委託会社の指定する販売会社を含みます。）は、自己の有する受益証券につき、販売

会社の営業日において、以下の解約単位をもって一部解約の実行を請求することができます。 

申込コース 換金単位 

自動けいぞく投資コース １口単位 

一般コース １万口単位 

一部解約の実行の請求は、委託会社の指定する販売会社で、営業日の午後３時（わが国の証

券取引所の半休日は午前 11 時）までに申込みが行われ､かつ、それにかかる販売会社所定の

事務手続きが完了したものを当日の受付分とさせていただきます。なお、これを過ぎてから

の申込みは翌営業日の取扱いとなります。 

② 一部解約の価額は、一部解約の実行の請求を受け付けた日の基準価額とします。なお、手取

額は、基準価額に口数を乗じた金額から所得税および地方税（基準価額が個別元本※を上回

った場合その超過額の10％。なお、平成20年4月1日からは20％。）を差し引いた金額となり、

受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、５営業日目から受益者に支払います。

換金（解約）手数料はありません。 

※「個別元本」とは、受益者ごとの信託時の受益証券の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる

消費税等相当額は含まれません。）をいいます。 

③ 一部解約の実行の請求が１件当たり５億円を超える場合、信託財産の効率的な運用が妨げら

れると委託者が合理的に判断する場合、または証券取引所における取引の停止、外国為替取

引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを制限ま

たは停止することおよび既に受付けた申込みを取り消すことができます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

毎営業日
取得申込受付可能

営業日の午後３時まで受付
（半休日は午前11時まで）

毎営業日
一部解約の実行請求
（解約申込）受付可能

営業日の午後３時まで受付
（半休日は午前11時まで）

取得の
お申込み

ご解約

取得申込受付日

解約申込受付日
解約申込受付日から
５営業日目よりお支払い

時期時期 価格決定日価格決定日 お受取可能日お受取可能日

毎営業日
取得申込受付可能

営業日の午後３時まで受付
（半休日は午前11時まで）

毎営業日
一部解約の実行請求
（解約申込）受付可能

営業日の午後３時まで受付
（半休日は午前11時まで）

取得の
お申込み

ご解約

取得申込受付日

解約申込受付日
解約申込受付日から
５営業日目よりお支払い

時期時期 価格決定日価格決定日 お受取可能日お受取可能日



－  － 29

７ 管理及び運営の概要 

資産の評価 

 

＜基準価額の算定＞ 
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規

則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除し

た金額（以下、「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口

数で除した金額をいいます。 

 

 

 

 

 

 

  ＜基準価額の算出頻度と公表＞ 
基準価額は、委託会社の毎営業日算出されます。基準価額につきましては、

販売会社または委託会社にお問い合わせください。お問い合わせ先につきま

しては、「６ 手続等の概要 (1) 申込（販売）手続等」をご参照ください。 

 また基準価額は原則として、算出された翌日の日本経済新聞に掲載されます。

（朝刊のオープン基準価格欄［ＳＧアセット］にて「小型株」の略称で掲載

されます。） 
＊なお、基準価額は１万口当たりで表示されたものが発表されます。 

信託期間 

 

原則として無期限です。 

＊ただし、信託期間中に信託契約を終了させる場合があります。詳細は後記「信託の終了」

をご覧ください。 

計算期間 

 

原則として毎年 9月 11 日から翌年 9月 10 日までとします。 

＊ただし、各計算期間終了日に該当する日が休業日のときは、翌営業日とします。 

信託約款の

変更 

(a) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない

事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更する

ことができるものとし、あらかじめ、監督官庁に届け出ます。 

 (b) 委託会社は、(a)の変更事項の内容が重大なものについては、あらかじめ、

変更しようとする旨およびその内容を公告し、これらの事項を記載した書

面を受益者に交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付した

ときは、原則として、公告を行いません。 

 (c) (b)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内（１カ

月以上）に委託会社に対して異議を述べる旨を付記します。 

投資信託財産
の資産総額 純資産総額

負債総額

１口

１万口

受益権総口数で
割ったものが基準価額

便宜的に
１万口当たりで表示

投資信託財産
の資産総額 純資産総額

負債総額

１口１口

１万口

受益権総口数で
割ったものが基準価額

便宜的に
１万口当たりで表示
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 (d) (c)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口

数の２分の１を超えるときは、信託約款の変更をしません。 

信託約款の変更をしない場合は、変更しない旨およびその理由を公告し、

当該事項を記載した書面を受益者に対して交付します。ただし、全ての受

益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

＜信託約款の変更の内容が重大なものである場合の手続＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 (e) (c)の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、委託会社

の指定する証券会社および登録金融機関を通じ受託会社に対し、自己の有

する受益証券を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができ

ます。 

信託の終了 

（信託契約

の解約） 

(a) 委託会社は、次の場合においては、受託会社と合意のうえ、この信託契約

を解約し、信託を終了させることができます。この場合には、あらかじめ、

監督官庁に届け出ます。 

Ａ 信託契約を解約することが受益者に有利であると認めたとき 

Ｂ やむを得ない事情が発生したとき 

Ｃ 信託契約の一部を解約することにより、受益権口数に基準価額を乗じた

純資産総額が５億口を下回ることとなったとき 

これらの場合、委託会社は、前述の事項について、あらかじめ、解約しよ

うとする旨を公告し、その旨を記載した書面を受益者に交付します。ただ

し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行

いません。 

この公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内（１カ月

以上）に委託会社に対して異議を述べる旨を付記します。 

そして、一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総

口数の２分の１を超えるときは、信託契約の解約をしません。 

信託契約の解約をしない場合は、解約しない旨およびその理由を公告し、

当該事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ

し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行

いません。 

約款変更の
公告*

受益者への
書面の交付

異議申立期間
（１カ月以上）

約款変更
実施

異議申立（受益権口数ベース）が総口数の過半数

異議申立（受益権口数ベース）が総口数の半数以下

約款変更
不成立の
公告*

受益者への
書面の交付

* 全ての受益者に書面を交付したときは原則として公告を行ないません。

約款変更
不成立約款変更の

公告*

受益者への
書面の交付

異議申立期間
（１カ月以上）

約款変更
実施

異議申立（受益権口数ベース）が総口数の過半数

異議申立（受益権口数ベース）が総口数の半数以下

約款変更
不成立の
公告*

受益者への
書面の交付

* 全ての受益者に書面を交付したときは原則として公告を行ないません。

約款変更
不成立
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＜信託の終了の手続＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 (b) (a)の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、委託会社

の指定する証券会社および登録金融機関を通じ受託会社に対し、自己の有

する受益証券を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができ

ます。 

 (c) 委託会社は、次の場合においては、この信託契約を解約し、信託を終了さ

せます。 

Ａ 委託会社が解散したとき、または業務を廃止したとき 

Ｂ 委託会社が監督官庁より認可の取消しを受けたとき 

Ｃ 監督官庁から信託契約の解約の命令を受けたとき 

＊監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを

命じたときは、この信託は、前記「信託約款の変更 (d)」に該当する場合を除き、

委託会社と受託会社との間において存続します。 

運用報告書 毎決算後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況な

どを記載した運用報告書を作成し、販売会社より送付します。 

公告 日本経済新聞に掲載します。 

開示 ファンドの有価証券報告書を計算期間の終了後３カ月以内および半期報告書

を計算期間の最初の６カ月経過後３カ月以内に提出します。また、これらの開

示書類は、金融庁の電子開示システム（ＥＤＩＮＥＴ）によって提出されてお

り、同庁が提供するホームページ（http://info.edinet.go.jp/）にて閲覧す

ることができます。 

 

信託の終了の
公告*

受益者への
書面の交付

異議申立期間
（１カ月以上）

信託終了
実施

異議申立（受益権口数ベース）が総口数の過半数

異議申立（受益権口数ベース）が総口数の半数以下

信託の終了
不成立の
公告*

受益者への
書面の交付

* 全ての受益者に書面を交付したときは原則として公告を行ないません。

信託終了
不成立信託の終了の

公告*

受益者への
書面の交付

異議申立期間
（１カ月以上）

信託終了
実施

異議申立（受益権口数ベース）が総口数の過半数

異議申立（受益権口数ベース）が総口数の半数以下

信託の終了
不成立の
公告*

受益者への
書面の交付

* 全ての受益者に書面を交付したときは原則として公告を行ないません。

信託終了
不成立
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第２ 財務ハイライト情報 

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年

大蔵省令第 59 号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の貸借対照表、損

益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則」（平成 12 年総理府令第 133

号）（以下、「投資信託財産計算規則」という。）に基づいて作成しております。 

また、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 

なお、ここに表示する財務諸表（「貸借対照表」および「損益及び剰余金計算書」）は、有価

証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報 第４ ファンドの経理状況」（投資信託説明書（請

求目論見書））から抜粋して記載しております。 

(2) 当ファンドは、証券取引法第 193 条の２の規定に基づき、第１期計算期間（平成 16 年 9 月 1

日から平成 17 年 9 月 12 日まで）の財務諸表について、新日本監査法人による監査を受けてお

ります。 

りそな・小型株ファンド 

１ 貸借対照表 

(単位：円) 

第１期 

（平成 17 年 9 月 12 日現在） 

期      別

 

  科      目 金  額 

資 産 の 部            

流 動 資 産            

コ ー ル ・ ロ ー ン 337,189,822 

親投資信託受益証券           3,504,096,436 

未 収 利 息 9 

流 動 資 産 合 計           3,841,286,267 

資 産 合 計           3,841,286,267 

負 債 の 部            

流 動 負 債            

未 払 収 益 分 配 金 164,248,195 

未 払 解 約 金 44,503,557 

未 払 受 託 者 報 酬 2,289,295 

未 払 委 託 者 報 酬           36,628,558 

そ の 他 未 払 費 用           457,790 

流 動 負 債 合 計           248,127,395 

負 債 合 計           248,127,395 

純 資 産 の 部            

元 本            

元 本           3,284,963,910 

剰 余 金            

期 末 剰 余 金 308,194,962 

      （分配準備積立金） (194,477,726) 

純 資 産 合 計           3,593,158,872 

負 債 ・純資産合計           3,841,286,267 
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２ 損益及び剰余金計算書 

（単位：円） 

第１期 

自  平成 16 年 9 月 1 日 

至  平成 17 年 9 月 12 日 

期      別

 

 

  科      目 金  額 

経常損益の部  

営業損益の部  

営業収益  

受取利息 1,917 

有価証券売買等損益 683,096,436 

営業収益合計 683,098,353 

営業費用  

受託者報酬 4,436,163 

委託者報酬 70,978,411 

その他費用 887,107 

営業費用合計 76,301,681 

営業利益 606,796,672 

経常利益 606,796,672 

当期純利益 606,796,672 

一部解約に伴う当期純利益分配額 248,070,751 

期首剰余金 ― 

剰余金増加額 123,579,117 

当期追加信託に伴う剰余金増加額 123,579,117 

剰余金減少額 9,861,881 

当期一部解約に伴う剰余金減少額 9,861,881 

分 配 金 164,248,195 

期 末 剰 余 金 308,194,962 

 

重要な会計方針 

第１期 

自  平成１６年 ９月 １日 

期      別 

 

項      目 
至  平成１７年 ９月１２日 

１． 運用資産の評価基準及び評価

方法 

 

 

２．費用・収益の計上基準 

 

 

３． その他 

 

親投資信託受益証券 

基準価額で評価しております。 

 

有価証券売買等損益の計上基準 

  約定日基準で計上しております。 

 

   当ファンドの計算期間は当期末が休日のため、平成１６年

９月１日（設定日）から平成 1７年９月１２日までとなってお

ります。 
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第３ 内国投資信託受益証券事務の概要 

１ 投資信託受益証券の名義書換等 

受益者は、委託会社の定める手続きによって、ファンドの受益証券を取得した販売会社に申し

出ることにより、原則として、無記名式受益証券を記名式に、または記名式受益証券を無記名式

に変更することができます。また、記名式受益証券を所有している受益者は、委託会社の定める

手続きによって、ファンドの受益証券を取得した販売会社に申し出ることにより、名義書換を請

求することができます。ただし、名義書換手続きは、ファンドの毎計算期間の末日の翌日から

15 日間停止します。記名式受益証券から無記名式受益証券への変更および無記名式受益証券か

ら記名式受益証券への変更ならびに名義書換にかかる手数料は徴収しません。 
なお「自動けいぞく投資コース」を選択する場合は、取得した受益証券はすべて保護預りとな

り、混蔵保管されるため、記名式への変更は行いません。 

２ 受益者名簿 

作成いたしません。 
３ 受益者に対する特典 

受益者に対する特典はありません。 
４ 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容 

無記名式受益証券の譲渡に制限はありません。 
記名式受益証券の譲渡は、名義書換によらなければ、委託会社および受託会社に対抗すること

ができません。 
 

第４ ファンドの詳細情報の項目 

有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」（投資信託説明書（請求目論見書））の記載項

目は以下の通りです。 

第１ ファンドの沿革 

第２ 手続等 

１ 申込（販売）手続等 

２ 換金（解約）手続等 

第３ 管理及び運営 

１ 資産管理等の概要 

(1) 資産の評価 

(2) 保管 

(3) 信託期間 

(4) 計算期間 

(5) その他 

２ 受益者の権利等 

第４ ファンドの経理状況 

１ 財務諸表 

(1) 貸借対照表 

(2) 損益及び剰余金計算書 

(3) 附属明細表 

２ ファンドの現況 

純資産額計算書 

第５ 設定及び解約の実績 

 



 1

りそな・小型株ファンド 約款 

運用の基本方針 

 約款第19条に基づき、委託者の定める運用の基本方針はつぎ

のものとします。 

１．基本方針 

 この投資信託は、中長期的な信託財産の成長を図ることを目標

として運用を行います。 

２．運用方針 

（１）投資対象 

ＳＧ 日本小型株マザーファンド受益証券（以下「親投資

信託受益証券」といいます。）を主要投資対象とします。この

ほか、東証１部の時価総額2,000億円未満の銘柄およびそ

の他市場（東証2部、地方取引所等）、店頭市場への上場・

登録銘柄に直接投資することがあります。 

（２）投資態度 

① 親投資信託受益証券への投資を通して、国内の小型株

に分散投資を行うことにより、積極的に収益の獲得を目

指します。 

② 小型株市場の中から、徹底したファンダメンタル・リサー

チにより成長企業を発掘し、バリュエーション分析で銘

柄の割安度を総合判断して投資することで、中長期的

なキャピタルゲインの獲得を目指します。 

③ Russell/Nomura Small Cap Growth インデックスをベン

チマークとし、中長期において、ベンチマークを上回る

ことを目標とします。 

④ ポートフォリオの構築にあたっては、分散投資を基本とし

リスク分散を図ります。 

⑤ 非株式（株式以外の資産）への実質投資割合（親投資

信託を通じての投資を含む投資の割合をいいます。以

下同じ。）は、原則として信託財産総額の50%以下を基

本とします。 

⑥ 資産動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難

となった場合、暫定的に上記と異なる運用を行う場合が

あります。 

（３）投資制限 

① 親投資信託受益証券への投資割合には、制限を設けま

せん。 

② 株式への実質投資割合には､制限を設けません。 

③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純

資産総額の20％以内とします。 

④ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資

割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の

20％以内とします。 

⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券へ

の実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以

内とします。 

⑥ 同一銘柄の転換社債および新株予約権付社債のうち

商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある

ものへの実質投資割合は、信託財産の純資産総額の

10％以内とします。 

⑦ 投資信託証券（親投資信託を除く）への実質投資割合

は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。 

３．収益分配方針 

毎決算時（原則として9月10日）に、原則として以下の方針に基

づき分配を行います。 

① 分配対象額は､経費控除後の配当等収益と売買益（評

価益を含みます。）等の全額とします。 

② 収益分配額は､委託者が基準価額水準等を勘案して決

定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分

配を行わないことがあります。 

③ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の

判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 

 

追加型証券投資信託 

りそな・小型株ファンド 

約  款 

【信託の種類、委託者および受託者】 

第１条 この信託は、証券投資信託であり、ソシエテジェネラルア

セットマネジメント株式会社を委託者とし、りそな信託銀行株

式会社を受託者とします。 

  ② 受託者は、信託法第26条第１項に基づき、信託事務の処理

の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法

律第１条第１項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた

一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することがで

きます。 

【信託の目的、金額および信託金の限度額】 

第２条 委託者は、金3,452,107,831円を受益者のために利殖の目的

をもって信託し、受託者はこれを引受けます。 

  ② 委託者は、受託者と合意のうえ、金300億円を限度として信託

金を追加できるものとし、追加信託が行われたときは、受託

者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。 

  ③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第２項の限度額を変更するこ

とができるものとします。 

【信託期間】 

第３条 この信託の期間は、信託契約締結日から第47条、第52条第２

項の規定による信託終了日までとします。 

【受益証券の取得申込みの勧誘の種類】 

第４条 この信託にかかる受益証券の取得申込みの勧誘は、証券取

引法第２条第３項第１号に掲げる場合に該当し、投資信託及

び投資法人に関する法律第２条第13項に掲げる公募により

行われます。 

【受益権の分割および再分割】 

第５条 委託者は、第２条第１項の規定による受益権については

3,452,107,831口とし、追加信託によって生じた受益権につ

いては、これを追加信託のつど、第７条第１項の追加口数

に、それぞれ均等に分割します。 

  ② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等
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に再分割できます。 

【当初の受益者】 

第６条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委

託者の指定する受益証券取得申込者とし、第５条により分割

された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者

に帰属します。 

【追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法】 

第７条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、

当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。 

  ② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受

入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および社団法人

投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資

産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」とい

います。）を計算日における受益権口数で除した金額をいい

ます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外

貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいま

す。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国に

おける当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しま

す。 

  ③ 第28条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国に

おける計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとしま

す。 

【信託日時の異なる受益権の内容】 

第８条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異

を生ずることはありません。 

【受益証券の発行および種類】 

第９条 委託者は、第５条の規定により分割された受益権を表示する

収益分配金交付票付の無記名式の受益証券を発行します。 

  ②   委託者が発行する受益証券は、１万口券、５万口券、10万

口券、50万口券、100万口券、500万口券、1,000万口券およ

び１億口券の８種類、および、１口の整数倍の口数を表示し

た受益証券を発行します。 

  ③ 委託者の指定する登録金融機関（証券取引法第65条の２第３

項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。）は、第１

項の受益証券を原則として保護預り契約に基づき保管するも

のとします。 

【受益証券の発行についての受託者の認証】 

第10条 委託者は、前条の規定により受益証券を発行するときは、そ

の発行する受益証券がこの信託約款に適合する旨の受託

者の認証を受けなければなりません。 

  ② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券に

記載し、記名捺印することによって行います。 

【受益証券の申込単位、価額および手数料】 

第11条 委託者の指定する登録金融機関は、第９条の規定により発

行された受益証券を、その取得申込者に対し、１口単位を

もって取得の申し込みに応ずることができるものとします。

最低申込口数および申込単位は、委託者の指定する登録

金融機関が個別に定めることができるものとします。 

  ② 前項の受益証券の価額は、取得申込日の基準価額に、手数

料および当該手数料にかかる消費税および地方消費税（以

下「消費税等」といいます。）に相当する金額を加算した価額

とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込みにか

かる１口当りの受益証券の価額は、１円に、手数料および当

該手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額

とします。 

  ③ 前項の場合の手数料の額は、委託者の指定する登録金融機

関がそれぞれ定めるものとします。 

  ④ 前各項の規定にかかわらず、受益者が第44条第２項の規定

に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益証券の価額

は、原則として第38条に規定する各計算期間終了日の基準

価額とします。 

  ⑤ 前各項の規定にかかわらず、取得申込者の取得申込総額が

多額な場合、信託財産の効率的な運用が妨げられると委託

者が合理的に判断する場合、または証券取引所における取

引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が

あるときは、委託者の判断により、受益証券の取得申込みの

受付を停止することおよび既に受付けた取得申込みを取り消

すことができます。 

【受益証券の記名式、無記名式への変更ならびに名義書換手続】 

第12条 委託者は、受益者が委託者の定める手続きによって請求し

たときは、無記名式の受益証券と引き換えに記名式の受益

証券を、または記名式の受益証券と引換えに無記名式の受

益証券を交付します。 

  ② 記名式受益証券の所持人は、委託者の定める手続きによっ

て名義書換を委託者に請求することができます。 

  ③ 前項の規定による名義書換の手続きは、第38条に規定する

毎計算期間の末日の翌日から15日 

   間停止します。 

【記名式の受益証券譲渡の対抗要件】 

第13条 記名式受益証券の譲渡は、前条の規定による名義書換によ

らなければ、委託者および受託者に対抗することができま

せん。 

【受益証券の再交付】 

第14条 委託者は、無記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託

者の定める手続きによって公示催告による除権判決の謄本

を添え、再交付を請求したときは、無記名式の受益証券を

再交付します。 

  ② 委託者は、記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託者

の定める手続きにより再交付を請求したときは、記名式の受

益証券を再交付します。 

【受益証券を毀損した場合の再交付】 

第15条 委託者は、受益証券を毀損または汚損した受益者が、委託

者の定める手続きによって受益証券を添え再交付を請求し

たときは、委託者は、受益証券を再交付します。ただし、真

偽を鑑別しがたいときは、前条の規定を準用します。 

【受益証券の再交付の費用】 
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第16条 受益証券を再交付するときは、委託者は、受益者に対して

実費を請求することができます。 

【投資の対象とする資産の種類】 

第17条  この信託において投資の対象とする資産は、次に掲げる特

定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する

法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）とし

ます。 

1. 有価証券 

2. 有価証券指数等先物取引にかかる権利 

3. 有価証券オプション取引にかかる権利 

4. 外国市場証券先物取引にかかる権利 

5. 有価証券店頭指数等先渡取引にかかる権利 

6. 有価証券店頭オプション取引にかかる権利 

7. 有価証券店頭指数等スワップ取引にかかる権利 

8. 金銭債権（第１号、次号および第11号に掲げるもの

に該当するものを除く。以下同じ。） 

9. 約束手形（証券取引法（昭和23年法律第25号）第２条

第１項第８号に掲げるものを除く。） 

10. 金融先物取引にかかる権利 
11. 金融デリバティブ取引にかかる権利（第２号から第７

号までに掲げるものに該当するものを除く。） 

12. 次に掲げるものを信託する信託の受益権（第１号に
掲げるものに該当するものを除く。） 

イ. 金銭（信託財産を主として前各号に掲げる資産

に対する投資として運用することを目的とする

場合に限る。） 

ロ. 有価証券 

ハ. 金銭債権 

② 次に掲げる前項以外の資産 

1. 外国有価証券市場において行われる有価証券先物

取引と類似の取引に係る権利 

2. 為替手形 

3. 抵当証券 

【運用の指図範囲】 

第18条 委託者は、信託金を、主としてソシエテジェネラルアセットマ

ネジメント株式会社を委託者とし、りそな信託銀行株式会社

を受託者として締結されたＳＧ 日本小型株マザーファンド

受益証券（以下「親投資信託」といいます。）および第１号か

ら第20号までの有価証券に投資することを指図します。 

1. 株券または新株引受権証書 

2. 国債証券 

3. 地方債証券 

4. 特別の法律により法人の発行する債券 

5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった

新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社

債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。） 

6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券

（証券取引法第２条第１項第３号の２で定めるものを

いいます。） 

7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証

券（証券取引法第２条第１項第５号で定めるものをい

います。） 

8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券または優

先出資引受権を表示する証書（証券取引法第２条第

１項第５号の２で定めるものをいいます。） 

9. 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証

券（単位未満優先出資証券を含む。）又は新優先出

資引受権を表示する証券（証券取引法第２条第１項

第５号の３で定めるものをいいます。） 

10. コマーシャル・ペーパー 

11. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株

引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予

約権証券 

12．外国または外国法人の発行する証券または証書で、

前各号の証券または証書の性質を有するもの 

13．投資信託または外国投資信託の受益証券（証券取引

法第２条第１項第７号で定めるものをいいます。） 

14．投資証券または外国投資証券（証券取引法第２条第１

項第７号の２で定めるものをいいます。） 

15．外国貸付債権信託受益証券（証券取引法第２条第１項

第10号で定めるものをいいます。） 

16．オプションを表示する証券または証書（証券取引法第

２条第１項第10号の２で定めるものをいいます。） 

17．預託証書（証券取引法第２条第１項第10号の３で定め

るものをいいます。） 

18．外国法人が発行する譲渡性預金証書 

19．貸付債権信託受益権（証券取引法第２条第２項第１号

で定めるものをいいます。） 

20．外国法人に対する権利で前号の権利の性質を有する

もの 

     なお、第１号の証券または証書、第12号ならびに第17号の

証券または証書のうち第１号の証券または証書の性質を有

するものを以下「株式」といい、第２号から第６号までの証券

および第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第２

号から第６号までの証券の性質を有するものを以下「公社

債」といいます。 

  ② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲

げる金融商品により運用することを指図することができます。 

１． 預金 

２． 指定金銭信託 

３． コール・ローン 

４． 手形割引市場において売買される手形 

  ③ 第１項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、

投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認め

るときには、委託者は、信託金を前項第１号から第４号までに

掲げる金融商品により運用することの指図ができます。 

  ④ 委託者は、取得時において信託財産に属する新株引受権証
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券および新株予約権証券の時価総額と親投資信託に属する

当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のう

ち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の

純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしま

せん。 

  ⑤ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券（親投資信託を

除きます。以下同じ。）の時価総額と親投資信託に属する当

該投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみな

した額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の５を

超えることとなる投資の指図をしません。 

  ⑥ 前２項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財

産に属する親投資信託の時価総額に親投資信託の信託財

産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じ

て得た額をいいます。 

  ⑦ 委託者は、法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託者

の関係会社が発行する有価証券により運用することを指図す

ることができます。また、委託者は、信託金による有価証券そ

の他の資産の取得を委託者の関係会社から行うことを指図す

ることができます。 

【運用の基本方針】 

第19条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用

の基本方針にしたがって、その指図を行います。 

【投資する株式等の範囲】 

第20条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券お

よび新株予約権証券は、証券取引所に上場されている株式

の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場に

おいて取引きされている株式の発行会社の発行するものと

します。ただし、株主割当または社債権者割当により取得す

る株式、新株引受権証券および新株予約権証券について

は、この限りではありません。 

  ② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、

新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等にお

いて上場または登録されることが確認できるものについては、

委託者が投資することを指図することができるものとします。 

【同一銘柄の株式等への投資制限】 

第21条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額と

親投資信託に属する当該同一銘柄の株式の時価総額のう

ち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産

の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図を

しません。ただし、有価証券の値上がり等により100分の20

を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。 

  ② 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券お

よび新株予約権証券の時価総額と親投資信託に属する当該

同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価

総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信

託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の

指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により100分

の10を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整し

ます。 

  ③ 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および新

株予約権付社債のうち商法第341条ノ３第１項８号および８号

の定めがあるものの時価総額と親投資信託に属する当該同

一銘柄の転換社債および新株予約権付社債のうち商法第

341条ノ３第１項７号および８号の定めがあるものの時価総額

のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財

産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図

をしません。ただし、有価証券の値上がり等により100分の10

を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。 

  ④ 前３項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財

産に属する親投資信託の時価総額に親投資信託の信託財

産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じ

て得た額をいいます。 

【先物取引等の運用指図】 

第22条 委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動

リスクを回避し、信託財産の効率的な運用に資するため、わ

が国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券

指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外

国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの

指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプショ

ン取引に含めて取扱うものとします（以下同じ。）。 

  ② 委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動

リスクを回避し、信託財産の効率的な運用に資するため、わ

が国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプ

ション取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先

物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることがで

きます。 

  ③ 委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動

リスクを回避し、信託財産の効率的な運用に資するため、わ

が国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプ

ション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類

似の取引を行うことの指図をすることができます。 

【スワップ取引の運用指図】 

第23条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資す

るため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回

避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異

なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する

取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図を

することができます。 

  ② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、

原則として第３条に定める信託期間を超えないものとします。

ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも

のについてはこの限りではありません。 

  ③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢

金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。 

  ④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは

受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れ

の指図を行うものとします。 

【金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図】 
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第24条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資す

るため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回

避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うこと

の指図をすることができます。 

  ② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当

該取引の決済日が、原則として第３条に定める信託期間を超

えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で

全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。 

  ③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約

の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うもの

とします。 

  ④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり

担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提

供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

【有価証券の貸付の指図および範囲】 

第25条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財

産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付

けることの指図をすることができます。 

1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合

計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50％

を超えないものとします。 

2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額

面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面

金額の合計額の50％を超えないものとします。 

  ② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委

託者は、速やかにその超える額に相当する契約の一部の解

約を指図するものとします。 

  ③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、

担保の受入れの指図を行うものとします。 

【信用取引の指図範囲】 

第26条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取

引により株券を売付けることの指図をすることができます。

なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは

買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。 

  ② 前項の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価

総額と親投資信託に属する当該売付けにかかる建玉の時価

総額との合計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。 

  ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けにかか

る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることと

なった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当

する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。 

【特別の場合の外貨建有価証券への投資制限】 

第27条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支

上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約さ

れることがあります。 

【外国為替予約の指図】 

第28条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為

替の売買の予約取引の指図をすることができます。 

  ② 前項の予約取引の指図は、信託財産に属する為替の買予約

の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、

信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信

託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するた

めにする当該予約取引の指図については、この限りではあり

ません。 

  ③ 前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定

の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解

消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするもの

とします。 

【保管業務の委任】 

第29条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託財産に属する資産を

外国で保管する場合には、その業務を行うに充分な能力を

有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委

任することができます。 

  ② 保管費用は、受益者の負担とし、信託財産中より支弁します。 

【有価証券の保管】 

第30条 受託者は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、

保管振替機関に預託し保管させることができます。 

【混蔵寄託】 

第31条  金融機関および証券会社から、売買代金および償還金等

について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した

外国において発行された譲渡性預金証書またはコマー

シャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管

契約を締結した保管機関に当該金融機関または証券会社

の名義で混蔵寄託することができるものとします。 

【信託財産の表示および記載の省略】 

第32条 信託財産に属する有価証券については、委託者または受

託者が必要と認める場合のほか、信託の表示および記載を

しません。 

【一部解約の請求および有価証券売却等の指図】 

第33条 委託者は、信託財産に属する親投資信託の受益証券にか

かる信託契約の一部解約の請求ならびに信託財産に属す

る有価証券の売却等の指図ができます。 

【再投資の指図】 

第34条 委託者は、前条の規定による親投資信託受益証券一部解

約の代金および有価証券の売却代金、有価証券にかかる

償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、

株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指

図ができます。 

【資金の借入れ】 

第35条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定

性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部

解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返

済を含みます。）を目的として、資金借入れ（コール市場を

通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。な

お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないもの



 6

とします。 

  ② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益

者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証

券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金

支払日から信託財産で保有する金融商品の解約代金入金日

までの間もしくは受益者への解約代金支払日から信託財産

で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営

業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有

価証券の売却代金、金融商品の解約代金および有価証券の

償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入

指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％を超え

ないこととします。 

  ③ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。 

【損益の帰属】 

第36条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益お

よび損失は、すべて受益者に帰属します。 

【受託者による資金の立替え】 

第37条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発

行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるとき

は、受託者は資金の立替えをすることができます。 

  ② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算

分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の配当金および

その他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りう

るものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰

入れることができます。 

  ③ 前２項の立替金の決済および利息については、受託者と委

託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。 

【信託の計算期間】 

第38条 この信託の計算期間は、毎年9月11日から翌年9月10日まで

とすることを原則とします。ただし、第１期の計算期間は平

成16年9月1日から平成17年9月12日までとします。 

  ② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に

該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のときは、

各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次

の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期

間の終了日は、第３条に定める信託期間の終了日とします。 

【信託財産に関する報告】 

第39条 受託者は、毎決算期末に損益計算を行い、信託財産に関

する報告書を作成して、これを委託者に提出します。 

  ② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関

する報告書を作成して、これを委託者に提出します。 

【信託事務の諸費用】 

第40条 信託財産に関する租税、信託事務に要する諸費用（監査費

用、法律・税務顧問への報酬、印刷費用、郵送費用、公告

費用、格付費用、受益証券の管理事務に関連する費用、受

益証券作成に関する費用等を含みます。）および受託者の

立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中

から支弁します。 

  ② 委託者は、前項に定める信託事務の処理等に要する諸費用

の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託

財産から受けることができます。この場合委託者は、現に信

託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじ

め受領する金額に上限を付することができます。また、委託

者は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸

費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の

費用額にかかわらず固定率または固定金額にて信託財産か

らその支弁を受けることができます。 

  ③ 前項において諸費用の上限、固定率または固定金額を定め

る場合、委託者は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設

定時または期中に、あらかじめ委託者が定めた範囲内でか

かる上限、固定率または固定金額を変更することができます。 

  ④ 第２項において諸費用の固定率または固定金額を定める場

合、かかる費用の額は、第38条に規定する計算期間を通じて

毎日、信託財産の純資産総額に応じて計算し、毎計算期間

の最初の６カ月終了日および毎計算期末または信託終了の

とき当該消費税等相当額とともに信託財産中より支弁します。 

【信託報酬の額および支弁の方法】 

第41条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第38条に規定

する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年

10,000分の170の率を乗じて得た額とします。 

  ② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の６カ月終了日およ

び各計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁す

るものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 

  ③ 第１項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信

託報酬支弁のときに、信託財産から支弁します。 

【収益の分配方式】 

第42条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法

により処理します。 

１． 配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料および

これらに類する収益から支払利息を控除した額（以

下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬

および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する

金額を控除した後、その残金を受益者に分配するこ

とができます。なお、次期以降の分配金にあてるた

め、その一部を分配準備積立金として積立てること

ができます。 

２． 売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売

買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当

該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控

除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益

をもって補填した後、受益者に分配することができま

す。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備

積立金として積立てることができます。 

  ② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期

に繰越します。 

【収益分配金、償還金および一部解約金の委託者への交付と支払いに

関する受託者の免責】 
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第43条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終

了日の翌営業日までに、償還金（信託終了時における信託

財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以

下同じ。）については第44条第４項に規定する支払開始日

の前日までに、一部解約金については第44条第５項に規定

する支払日までに、その全額を委託者に交付します。 

  ② 受託者は、前項の規定により委託者に収益分配金、償還金

および一部解約金を交付した後は、受益者に対する支払い

につき、その責に任じません。 

【収益分配金、償還金および一部解約金の支払い】 

第44条 収益分配金は、毎計算期間終了日後１カ月以内の委託者の

指定する日から収益分配金交付票と引換えに受益者に支

払います。 

  ② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益

分配金を再投資する受益者に対しては、委託者は、原則とし

て毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金を委託者の

指定する登録金融機関に交付します。この場合、委託者の指

定する登録金融機関は、受益者に対し遅滞なく収益分配金

の再投資にかかる受益証券の売付を行います。なお、これら

の場合における１口当たりの取得価額は原則として各計算期

間終了日の基準価額とします。 

  ③ あらかじめ、前項の収益分配金の再投資にかかる受益証券

の取得申込を中止することを申し出た場合においては、前項

の規定にかかわらず、当該受益証券に帰属する収益分配金

を当該計算期間終了日から起算して５営業日目から受益者

に支払います。 

  ④  償還金は、信託終了日後１カ月以内の委託者の指定する日

から受益証券と引換えに受益者に支払います。 

  ⑤ 一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原

則として５営業日目から受益者に支払います。 

  ⑥ 前各項（第２項を除きます。）に規定する収益分配金、償還金

および一部解約金の支払いは、委託者の指定する登録金融

機関の営業所等において行うものとします。  

  ⑦ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金

は、原則として、受益者ごとの信託時の受益証券の価額等に

応じて計算されるものとします。  

  ⑧ 前項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の

規定によるものとし、受益者ごとの信託時の受益証券の価額

と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数

により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとしま

す。また、前項に規定する「受益者ごとの信託時の受益証券

の価額等」とは、原則として、受益者ごとの信託時の受益証券

の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均さ

れ、収益分配のつど調整されるものとします。  

  ⑨ 記名式の受益証券を有する受益者は、あらかじめその印鑑

を届出るものとし、第１項の場合は収益分配金交付票に、第４

項および第５項の場合には受益証券に、記名し届出印を押

印するものとします。  

  ⑩ 委託者は、前項の規定により押印された印影を届出印と照合

し、相違ないものと認めて収益分配金および償還金もしくは

一部解約金の支払いをしたときは、印鑑の盗用その他の事

情があっても、そのために生じた損害について、その責を負

わないものとします。 

【収益分配金および償還金の時効】 

第45条 受益者が、収益分配金について第44条第１項に規定する支

払開始日から５年間その支払いを請求しないとき、ならびに

信託終了による償還金については第44条第４項に規定する

支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、そ

の権利を失い、委託者が受託者から交付を受けた金銭は、

委託者に帰属します。 

【信託契約の一部解約】 

第46条 受益者（委託者の指定する登録金融機関を含みます。）は、

自己の有する受益証券につき、委託者に１口単位をもって

一部解約の実行を請求することができます。 

  ② 受益者が、前項の一部解約の実行の請求をするときは、委託

者の指定する登録金融機関に対し受益証券をもって行うもの

とします。 

  ③ 委託者は、第１項の一部解約の実行の請求を受付けた場合

には、この信託契約の一部を解約します。 

  ④ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の基準

価額とします。 

  ⑤ 一部解約の実行の請求が１件当たり５億円を超える場合、信

託財産の効率的な運用が妨げられると委託者が合理的に判

断する場合、または証券取引所における取引の停止、外国

為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一

部解約の実行の請求の受付けを制限または停止することお

よび既に受付けた申込みを取り消すことができます。 

  ⑥ 前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合

には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の一部解

約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部

解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益証券の

一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の

基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたもの

とし、第４項の規定に準じて算出した価額とします。 

【信託契約の解約】 

第47条 委託者は、次の場合においては、受託者と合意のうえ、この

信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この

場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨

を監督官庁に届け出ます。 

１． 信託契約を解約することが受益者に有利であると認め

たとき 

２． やむを得ない事情が発生したとき 

３． 信託契約の一部を解約することにより、受益権口数に

基準価額を乗じた純資産総額が５億円を下回ることと

なったとき 

  ② 委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとす

る旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約

に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この

信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したと
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きは、原則として、公告を行いません。 

  ③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定

の期間内に委託者に対して異議を述べる旨を付記します。な

お、一定の期間は１カ月を下らないものとします。 

  ④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口

数が受益権の総口数の２分の１を超えるときは、第１項の信

託契約の解約をしません。 

  ⑤ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解

約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を

記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ

し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、

公告を行いません。 

  ⑥ 第３項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真

にやむを得ない事情が生じている場合であって、第３項の一

定の期間が１カ月を下らずにその公告および書面の交付を

行うことが困難な場合には適用しません。 

  ⑦ 委託者は、次の場合においては、この信託契約を解約し、信

託を終了させます。 

１． 委託者が解散したとき、または業務を廃止したとき 

２． 委託者が監督官庁より認可の取消を受けたとき 

３． 監督官庁から信託契約の解約の命令を受けたとき 

  ⑧ 委託者は、前項により信託契約を解約するときは、第２項の規

定にしたがいます。ただし、前項第１号および第２号により解

約するときは、第２項ただし書きの適用はないものとします。 

【信託約款の変更】 

第48条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、または

やむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、

この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、

変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ま

す。 

  ② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものに

ついて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公

告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に

係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信

託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したとき

は、原則として、公告を行いません。 

  ③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定

の期間内に委託者に対して異議を述べる旨を付記します。な

お、一定の期間は１カ月を下らないものとします。 

  ④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口

数が受益権の総口数の２分の１を超えるときは、第１項の信

託約款の変更をしません。 

  ⑤ 委託者は、この信託約款の変更をしないこととしたときは、変

更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を

記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ

し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、

公告を行いません。 

  ⑥ 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更

しようとするときは、第１項から第５項の規定にしたがいます。 

【反対者の買取請求権】 

第49条 第47条に規定する信託契約の解約または第48条に規定す

る信託約款の変更を行う場合において、第47条第３項また

は第48条第３項の一定の期間内に委託者に対して異議を

述べた受益者は、委託者の指定する登録金融機関を通じ

受託者に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもっ

て買取るべき旨を請求することができます。 

  ② 前項の場合の取扱いは、受託者、委託者および委託者の指

定する登録金融機関が協議の上、決定するものとします。 

【委託者および受託者の業務引継】 

第50条 監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投

資信託委託業者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、

第48条第４項に該当する場合を除き、当該投資信託委託業

者と受託者との間において存続します。 

  ② 監督官庁が、この信託契約に関する受託者の業務を他の信

託会社または信託業務を営む銀行に引き継ぐことを命じたと

きは、委託者と当該信託会社または銀行との間においてこの

信託を存続させることができます。 

【委託者の営業の譲渡および承継に伴う取扱い】 

第51条 委託者は、営業の全部又は一部を譲渡することがあり、これ

に伴い、この信託契約に関する営業を譲渡することがありま

す。 

  ② 委託者は、分割により営業の全部又は一部を承継させること

があり、これに伴い、この信託契約に関する営業を承継させ

ることがあります。 

【受託者の辞任に伴う取扱い】 

第52条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任すること

ができます。この場合、委託者は、第48条の規定にしたが

い、新受託者を選任します。 

  ② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託

契約を解約し、信託を終了させます。 

【公告】 

第53条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲

載します。 

【信託約款に関する疑義の取扱い】 

第54条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者

と受託者との協議により定めます。 

 

上記条項により信託契約を締結します。 

平成１６年９月１日（信託契約締結日） 

   委託者  東京都中央区日本橋兜町５番１号 

          ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社 

取締役社長   右 近  徳 雄 

 

   受託者  東京都千代田区大手町一丁目１番２号 

          りそな信託銀行株式会社 

取締役社長   新井 信彦 
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１．この投資信託説明書（請求目論見書）により行う「りそな・小型株ファンド」の受益証券の募集について

は、委託会社は証券取引法（昭和23年法第25号）第５条の規定に基づく有価証券届出書を平成17年12月2日に

関東財務局長に提出しており、平成17年12月3日にその届出の効力が生じております。 

２．この投資信託説明書（請求目論見書）は、証券取引法第13条の規定にもとづく目論見書のうち、同法第15条

第3項の規定に基づき、投資家の請求により交付される目論見書です。 

３．「りそな・小型株ファンド」の受益証券の価額は、同ファンドに組み入れられる有価証券等の値動き、為替

相場の変動等による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします。

当ファンドは元本が保証されているものではありません。 

 



 

 

 
 

有価証券届出書提出日 平成17年 12月 2日 

発 行 者 名 ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社 

代 表 者 の 役 職 氏 名 代表取締役社長  右 近  徳 雄  

本 店 の 所 在 の 場 所 東京都中央区日本橋兜町5番1号 

 

 

 

 

募集内国投資信託受益証券 

に係るファンドの名称 
りそな・小型株ファンド 

募集内国投資信託受益証券 

の金額 
募集総額： 上限 300億円 

有価証券届出書の写し 

を縦覧に供する場所 
該当事項はありません 
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第１ ファンドの沿革 

平成 16 年 9 月 1 日 ファンドの信託契約締結、ファンドの設定・運用開始 

 

第２ 手続等 
１ 申込（販売）手続等 

(1) 販売会社は、販売会社の営業日において、受益証券の募集・販売の取扱いを行います。受益

証券の取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、販売会社に対し取得申込みを行いま

す。取得申込みの取扱いは、営業日の午後３時（わが国の証券取引所の半休日は午前 11 時）

までに申込みが行われ､かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日

の受付分とさせていただきます。これを過ぎて行われる申込みは翌営業日の取扱いとなります。 

(2) 受益証券の価額は、取得申込日の基準価額とします。基準価額は、委託会社の毎営業日算出

されます。詳しくは「第 3 管理及び運営 １ 資産管理等の概要 (1) 資産の評価」をご参照

ください。 

(3) 分配金の受取方法により、収益分配時に分配金を自動的に再投資する「自動けいぞく投資コ

ース」※と分配金を受け取る「一般コース」があります。各申込コースの申込単位は以下の通

りです。 

申込コース 申込単位 

自動けいぞく投資コース １万円以上１円単位 

一般コース １万口以上１万口単位 

ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択された場合、収益分配金を再投資する際は１口

単位からの買い付けが可能となります。収益分配金を再投資する際は、税引き後の収益分配

金をもって、原則として各計算期間終了日の基準価額で再投資します。 

※ 「自動けいぞく投資コース」とは、分配金を税引き後無手数料で自動的に再投資するコースのことをいい

ます。ただし、販売会社等によっては､自動的に分配金の再投資を行わず、収益の分配が行われたときに分

配金を受け取る「定期引出取引」を選択することもできます。 

なお、販売会社によって取り扱う申込コースおよび申込単位が異なる場合がありますので、

詳しくは販売会社（販売会社については下記のお問い合わせ先にご照会ください。）へお問

い合わせください。 

 

 
 
 
 
 

 

 

(4) 取得申込時には取得申込受付日の基準価額に取得口数を乗じて得た額に、3.15％（税抜き

3.00％）を上限として販売会社が個別に定める申込手数料率を乗じて得た額をご負担いただく

ものとします。ただし、「自動けいぞく投資コース」において収益分配金を再投資する場合に

は、申込手数料はありません。 

お問い合わせ先

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

フリーダイヤル： ０１２０－４９８－１０４

受付は土・日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時（証券取引所の半休日は午前9時から正午）

ホームページアドレス： http://www.sgam.co.jp/

お問い合わせ先

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

フリーダイヤル： ０１２０－４９８－１０４

受付は土・日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時（証券取引所の半休日は午前9時から正午）

ホームページアドレス： http://www.sgam.co.jp/
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(5) 委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、信託財産の効率的な運用が妨げられ

ると委託会社が合理的に判断する場合、または証券取引所等における取引の停止、外国為替取

引の停止、その他やむを得ない事情がある場合には、委託会社の判断により、受益証券の取得

申込みの受付けを停止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの取消しまたはその両方

を行うことができるものとします。 

 
２ 換金（解約）手続等 

(1) 受益者（委託会社の指定する販売会社を含みます。）は、自己の有する受益証券につき、販

売会社の営業日において、以下の解約単位をもって一部解約の実行を請求することができます。 

申込コース 換金単位 

自動けいぞく投資コース １口単位 

一般コース １万口単位 

一部解約の実行の請求は、委託会社の指定する販売会社で、営業日の午後３時（わが国の証券

取引所の半休日は午前 11 時）までに申込みが行われ､かつ、それにかかる販売会社所定の事務

手続きが完了したものを当日の受付分とさせていただきます。なお、これを過ぎてからの申込

みは翌営業日の取扱いとなります。 

(2) 一部解約の価額は、一部解約の実行の請求を受け付けた日の基準価額とします。なお、手取

額は、基準価額に口数を乗じた金額から所得税および地方税（基準価額が個別元本※を上回っ

た場合その超過額の 10％。なお、平成 20 年 4 月 1 日からは 20％。）を差し引いた金額となり

ます。換金（解約）手数料はありません。 

※「個別元本」とは、受益者ごとの信託時の受益証券の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消

費税等相当額は含まれません。）をいいます。 

(3) 受益者が、一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、受益証券をもって行うも

のとします。 

(4) 委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約しま

す。 

(5) 一部解約の実行の請求が１件当たり５億円を超える場合、信託財産の効率的な運用が妨げら

れると委託者が合理的に判断する場合、または証券取引所における取引の停止、外国為替取引

の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを制限または

停止することおよび既に受付けた申込みを取り消すことができます。 

(6) 前記(5)により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付けの

中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解

約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益証券の一部解約の価額は、当該一部解約の実

行の受付けの中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付け

たものとして前記(2)の規定に準じて算出した価額とします。 

(7) 一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、５営業日目から受益

者に支払います。 
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第３ 管理及び運営 

１ 資産管理等の概要 

(1) 資産の評価 

① 基準価額の算定 
基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令およ

び社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を

控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した

金額をいいます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

② 基準価額の算出頻度と公表 
基準価額は、委託会社の毎営業日算出されます。基準価額につきましては、販売会社または

委託会社にお問い合わせください。お問い合わせ先につきましては、「第２ 手続等 １ 申込

（販売）手続等」をご参照ください。 

また基準価額は原則として、算出された翌日の日本経済新聞に掲載されます。朝刊のオープ

ン基準価格欄［ＳＧアセット］にて「小型株」の略称にて掲載されます。なお、基準価額は１

万口単位で表示されたものが発表されます。 

(2) 保管 

受益証券の保護預りを希望される受益者は、販売会社に保管（保護預り）することができま

す。ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択する場合は、受益証券はすべて保護預りとなり

ます。 

(3) 信託期間 

ファンドの信託期間は、原則として無期限です。ただし、信託期間中に後記「(5) その他 ⑥ 

信託の終了（信託契約の解約）」に該当する事項が生じた場合には、委託会社は受託会社と合意

のうえ、一定の適切な措置を講じた上で、この信託契約を終了させることができます。 

(4) 計算期間 

① この信託の計算期間は、原則として毎年9月11日から翌年9月10日までとします。 

② 前記①にかかわらず、前記①の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下、「該当日」

といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ

り次の計算期間が開始されるものとします。 

(5) その他 

① 償還金 
償還金は、信託終了日から後１カ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還

日が休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日目）から受益証券等と引き換えに販売会

社でお支払いします。 

投資信託財産
の資産総額 純資産総額

負債総額

１口

１万口

受益権総口数で
割ったものが基準価額

便宜的に
１万口当たりで表示

投資信託財産
の資産総額 純資産総額

負債総額

１口１口

１万口

受益権総口数で
割ったものが基準価額

便宜的に
１万口当たりで表示
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② 信託約款の変更 
（イ）委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生し

たときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あ

らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。 

（ロ）委託会社は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変

更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの

信託約款にかかる、知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にか

かるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

（ハ）前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して

異議を述べる旨を付記されます。なお、一定の期間は１カ月を下らないものとします。 

（ニ）前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１

を超えるときは、この信託約款の変更をしません。 

この信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告

し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。た

だし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

（ホ）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、(イ)
から(ニ)の規定にしたがいます。 

（ヘ）前記（ハ）の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、委託会社の指定

する証券会社および登録金融機関を通じ受託会社に対し、自己の有する受益証券を、信

託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。 

 
 
 
 
 

 

③ 関係法人との契約の更改等に関する手続 

委託会社と販売会社との間で締結する販売契約において、当該契約書において定められた事

項に変更の必要があると認められた場合、疑義を生じた場合、または当該契約に定めのない事

項が生じたときは、そのつど、委託会社と販売会社が協議のうえ、決定します。また、有効期

間は当初１カ年とし、期間満了の３カ月前までに委託会社または販売会社のいずれからも別段

の意思表示のない時は、自動的に１年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについても

これと同様とします。 

④ 受託会社の辞任に伴う取扱い 

受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託

会社は、前記「② 信託約款の変更」の(イ)から(ニ)の規定にしたがい、新受託会社を選任し

ます。 

約款変更の
公告*

受益者への
書面の交付

異議申立期間
（１カ月以上）

約款変更
実施

異議申立（受益権口数ベース）が総口数の過半数

異議申立（受益権口数ベース）が総口数の半数以下

約款変更
不成立の
公告*

受益者への
書面の交付

* 全ての受益者に書面を交付したときは原則として公告を行ないません。

約款変更
不成立約款変更の

公告*

受益者への
書面の交付

異議申立期間
（１カ月以上）

約款変更
実施

異議申立（受益権口数ベース）が総口数の過半数

異議申立（受益権口数ベース）が総口数の半数以下

約款変更
不成立の
公告*

受益者への
書面の交付

* 全ての受益者に書面を交付したときは原則として公告を行ないません。

約款変更
不成立
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⑤ 運用報告書の作成 

委託会社は「投資信託及び投資法人に関する法律」の定めるところにより、毎期決算後に期

中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作

成し、あらかじめ申出を受けた受益者の住所に販売会社より送付します。 

⑥ 信託の終了（信託契約の解約） 
（イ）委託会社は、次の場合においては、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信

託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約し

ようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

Ａ 信託契約を解約することが受益者に有利であると認めたとき 

Ｂ やむを得ない事情が発生したとき 

Ｃ 信託契約の一部を解約することにより、受益権口数に基準価額を乗じた純資産総額が

５億円を下回ることとなったとき 

これらの場合、委託会社は、前述の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を

公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対し

て交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付した

ときは、原則として、公告を行いません。 
この公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異

議を述べる旨が付記されます。なお、一定の期間は１カ月を下らないものとします。 
そして、一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の２分の

１を超えるときは、信託契約の解約をしません。 
この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、

かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、

すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

（ロ）（イ）の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、委託会社の指定する

証券会社および登録金融機関を通じ受託会社に対し、自己の有する受益証券を、信託財

産をもって買い取るべき旨を請求することができます。 
 
 
 
 
 

 

（ハ）委託会社は、次の場合においては、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 

Ａ 委託会社が解散したとき、または業務を廃止したとき 

Ｂ 委託会社が監督官庁より認可の取消を受けたとき 

Ｃ 監督官庁から信託契約の解約の命令を受けたとき 

※ 監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、

この信託は、当該委託会社と受託会社との間において存続します。 

信託の終了の
公告*

受益者への
書面の交付

異議申立期間
（１カ月以上）

信託終了
実施

異議申立（受益権口数ベース）が総口数の過半数

異議申立（受益権口数ベース）が総口数の半数以下

信託の終了
不成立の
公告*

受益者への
書面の交付

* 全ての受益者に書面を交付したときは原則として公告を行ないません。

信託終了
不成立信託の終了の

公告*

受益者への
書面の交付

異議申立期間
（１カ月以上）

信託終了
実施

異議申立（受益権口数ベース）が総口数の過半数

異議申立（受益権口数ベース）が総口数の半数以下

信託の終了
不成立の
公告*

受益者への
書面の交付

* 全ての受益者に書面を交付したときは原則として公告を行ないません。

信託終了
不成立
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（ニ）前期「④ 受託会社の辞任に伴う取扱い」において、委託会社が新受託会社を選任でき

ないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 

⑦ その他 
（イ）委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

（ロ）ファンドについて、法令の定めるところにより、有価証券報告書を計算期間終了後３カ

月以内および半期報告書を計算期間の最初の６カ月経過後３カ月以内に提出します。ま

た、これらの開示書類は、金融庁の電子開示システム（ＥＤＩＮＥＴ）によって提出さ

れており、同庁が提供するホームページ（http://info.edinet.go.jp/）にて閲覧する

ことができます。 

（ハ）受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービ

ス信託銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再

信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。 
 

 

２ 受益者の権利等 

(1) 収益分配金請求権 

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持分に応じて請求することができます。た

だし、受益者が支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、

これに相当する金銭は委託会社に帰属します。 

(2) 一部解約の実行請求権 

受益者は、一部解約の実行を信託約款の規定および本書の記載にしたがって請求すること

ができます。 

(3) 償還金請求権 

受益者は償還金を信託約款の規定および本書の記載にしたがって請求することができま

す。ただし、受益者が支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を

失い、これに相当する金銭は委託会社に帰属します。 

(4) 帳簿閲覧権 

受益者は委託会社に対し、委託会社の営業時間内において、当該受益者にかかる信託財産

に関する書類の閲覧を請求することができます。 
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第４ ファンドの経理状況 

 

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年

大蔵省令第 59 号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の貸借対照表、損

益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則」（平成 12 年総理府令第 133

号）（以下、「投資信託財産計算規則」という。）に基づいて作成しております。 

また、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 

 

(2) 当ファンドは、証券取引法第 193 条の２の規定に基づき、第１期計算期間（平成 16 年 9 月 1

日から平成 17 年 9 月 12 日まで）の財務諸表について、新日本監査法人による監査を受けてお

ります。 
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１ 財務諸表 

りそな・小型株ファンド 

(1) 貸借対照表 

(単位：円) 

第１期 

（平成 17 年 9 月 12 日現在） 

期      別

 

  科      目 金  額 

資 産 の 部            

流 動 資 産            

コ ー ル ・ ロ ー ン 337,189,822 

親投資信託受益証券           3,504,096,436 

未 収 利 息 9 

流 動 資 産 合 計           3,841,286,267 

資 産 合 計           3,841,286,267 

負 債 の 部            

流 動 負 債            

未 払 収 益 分 配 金 164,248,195 

未 払 解 約 金 44,503,557 

未 払 受 託 者 報 酬 2,289,295 

未 払 委 託 者 報 酬           36,628,558 

そ の 他 未 払 費 用           457,790 

流 動 負 債 合 計           248,127,395 

負 債 合 計           248,127,395 

純 資 産 の 部            

元 本            

元 本           3,284,963,910 

剰 余 金            

期 末 剰 余 金 308,194,962 

      （分配準備積立金） (194,477,726) 

純 資 産 合 計           3,593,158,872 

負 債 ・純資産合計           3,841,286,267 
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(2) 損益及び剰余金計算書 

（単位：円） 

第１期 

自  平成 16 年 9 月 1 日 

至  平成 17 年 9 月 12 日 

期      別

 

 

  科      目 金  額 

経常損益の部  

営業損益の部  

営業収益  

受取利息 1,917 

有価証券売買等損益 683,096,436 

営業収益合計 683,098,353 

営業費用  

受託者報酬 4,436,163 

委託者報酬 70,978,411 

その他費用 887,107 

営業費用合計 76,301,681 

営業利益 606,796,672 

経常利益 606,796,672 

当期純利益 606,796,672 

一部解約に伴う当期純利益分配額 248,070,751 

期首剰余金 ― 

剰余金増加額 123,579,117 

当期追加信託に伴う剰余金増加額 123,579,117 

剰余金減少額 9,861,881 

当期一部解約に伴う剰余金減少額 9,861,881 

分 配 金 164,248,195 

期 末 剰 余 金 308,194,962 
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重要な会計方針 

第１期 

自  平成１６年 ９月 １日 

期      別 

 

項      目 
至  平成１７年 ９月１２日 

１． 運用資産の評価基準及び評価

方法 

 

 

２．費用・収益の計上基準 

 

３． その他 

 

親投資信託受益証券 

基準価額で評価しております。 

 

有価証券売買等損益の計上基準 

  約定日基準で計上しております。 

 

   当ファンドの計算期間は当期末が休日のため、平成１６年

９月１日（設定日）から平成 1７年９月１２日までとなってお

ります。 

 
注記事項 

（貸借対照表関係） 

第１期 

（平成１７年９月１２日現在） 

信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 

        期 首 元 本 額         ：                  円 

        期中追加設定元本額：           6,384,343,007 円 

        期中一部解約元本額         ：           3,099,379,097 円 
 

 
（損益及び剰余金計算書関係） 

第１期 

自 平成１６年 ９月 １日 

至 平成１７年 ９月１２日 

１. 受託会社との取引高 

営業取引（受託者報酬）                4,436,163 円 
 

２．分配金の計算過程 

  計算期末における分配対象金額 472,443,157 円（1 万口当たり 1,438 円）のうち、 

164,248,195 円(1 万口当たり 500 円）を分配金額としております。 
 

項  目  

費用控除後の配当等収益額 Ａ 21,983,506 円 

費用控除後・繰越欠損金補填後

の有価証券売買等損益額 

Ｂ 336,742,415 円 

収益調整金額 Ｃ 113,717,236 円 

分配準備積立金額 Ｄ ―円 

当ファンドの分配対象収益額 Ｅ（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） 472,443,157 円 

当ファンドの期末残存口数 Ｆ 3,284,963,910 口 

1 万口当たりの収益分配対象額 Ｇ（Ｅ／Ｆ×10,000） 1,438 円 

1 万口当たりの分配金額 Ｈ 500 円 

収益分配金金額 Ｉ（Ｆ×Ｈ／10,000） 164,248,195 円  
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（有価証券関係） 

第１期（自 平成 16 年 9 月 1 日 至 平成 17 年 9 月 12 日） 

 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等 

（単位：円） 

種   類 貸借対照表計上額 
当計算期間の損益に 

含まれた評価差額 

親 投 資 信 託 受 益 証 券 3,504,096,436 490,201,044 

合   計 3,504,096,436 490,201,044 

 

（デリバティブ取引関係） 

該当事項はありません。 

 
（１口当たり情報） 

第１期 

自  平成１６年 ９月 １日 

至  平成１７年 ９月１２日 

１口当たり純資産額                                 1.0938 円 

      （１万口当たり純資産額                        10,938 円） 

 

(3) 附属明細表 

第１ 有価証券明細表 

(1)株式 

該当事項はありません。 

(2)株式以外の有価証券 

種類 銘柄 口 数 評価額(円) 備考 

親投資信託

受益証券 

ＳＧ 日本小型株マザーファンド 3,003,682,870 3,504,096,436  

小 計 銘柄数：1    3,504,096,436  

 組入時価比率：97.5%      100%  

     

合 計   3,504,096,436  

（注）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 

 

第２ 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 

該当事項はありません。 
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参考情報 
当ファンドは「ＳＧ 日本小型株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表
の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。尚、以下に記

載した情報は監査の対象外であります。 
 

ＳＧ 日本小型株マザーファンド 
 

(1) 資産・負債の状況 

（単位：円） 

 

（平成 17 年 9 月 12 日現在） 

対象年月日

 

  科      目 金        額 

資 産             

流 動 資 産            

コ ー ル ・ ロ ー ン           50,804,821 

株        式 5,215,525,800 

未  収  入  金 13,105,329 

未  収  配 当 金 3,088,026 

未  収  利  息 1 

流 動 資 産 合 計           5,282,523,977 

資 産 合 計           5,282,523,977 

負 債            

流 動 負 債            

      未 払 金           23,438,952 

流 動 負 債 合 計           23,438,952 

負 債 合 計           23,438,952 

純 資 産            

元 本           4,508,174,561 

期 末 剰 余 金 750,910,464 

純 資 産 合 計           5,259,085,025 

負 債 ・純資産合計           5,282,523,977 
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重要な会計方針 

 

自  平成１６年 ９月 １日 
期      間 

 

項      目 至  平成１７年  ９月１２日 

１．運用資産の評価基準及び評価

方法 

 

 

 

 

 

２．費用・収益の計上基準 

 

 

 

 

 

 

 

３．その他 

株式 

原則として時価で評価しております。 

時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券について

はその最終相場（計算日に最終相場のない場合には、直近

の日の最終相場）で評価しております。 

 

(1) 受取配当金の計上基準 

受取配当金は、原則として株式の配当落ち日において、

その金額が確定しているものについては当該金額、未だ

確定していない場合は予想配当金額の９０％を計上し、

残額については入金時に計上しております。 

(2) 有価証券売買等損益の計上基準 

   約定日基準で計上しております。 

 

資産・負債の状況は、ファンドの計算期間末の平成１７年９

月１２日現在であります。 

なお、当親投資信託の計算期間は当期末が休日のため、平成

１６年９月１日（設定日）から平成１７年９月１２日までと

なっております。 

 

注記事項 

（平成１７年 ９月１２日現在） 

１. 信託財産に係る期首年月日、期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 

        期              首：             平成 16 年 9 月 1 日 

        期  首  元  本  額：                         円 

        期中追加設定元本額：            6,110,555,416 円 

        期中一部解約元本額：            1,602,380,855 円 

 

２. 平成１７年９月１２日現在の元本の内訳※ 

                                                        元  本  額 

    りそな・小型株ファンド                3,003,682,870 円 

    ＳＧ 小型株ファンド（適格機関投資家専用）         483,158,116 円 

    ＳＧ 年金向け小型株ファンド（適格機関投資家専用）   1,021,333,575 円 

         合    計                      4,508,174,561 円 

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 
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（１口当たり情報） 

自  平成１６年 ９月 １日 

至  平成１７年  ９月１２日 

１口当たり純資産額                                       1.1666 円 

   （１万口当たり純資産額                              11,666 円） 

 

(2) 附属明細表 

第１ 有価証券明細表 

(1)株式 

（単位：円） 

評価額 
通貨 銘柄 株式数 

単価 金額 
備考

日本円 関電工 30,000 757.00 22,710,000   

  大氣社 22,000 1,617.00 35,574,000   

  ユニ・チャーム ペットケア 6,700 6,970.00 46,699,000   

  オエノンホールディングス 161,000 385.00 61,985,000   

  アムスライフサイエンス 360 20,330.00 7,318,800   

  アムスライフサイエンス(新) 720 18,900.00 13,608,000   

  タキロン 18,000 445.00 8,010,000   

  中国塗料 89,000 609.00 54,201,000   

  日本高純度化学 97 716,000.00 69,452,000   

  有沢製作所 8,200 2,315.00 18,983,000   

  大阪製鐵 24,400 1,598.00 38,991,200   

  日本発條 106,000 874.00 92,644,000   

  オーエスジー 55,000 1,629.00 89,595,000   

  ソディック 71,300 1,477.00 105,310,100   

  竹内製作所 6,200 5,960.00 36,952,000   

  キッツ 78,000 550.00 42,900,000   

  太洋工業 2,100 3,390.00 7,119,000   

  オプトエレクトロニクス 11,000 3,580.00 39,380,000   

  エスケーエレクトロニクス 208 306,000.00 63,648,000   

  アクセル 242 417,000.00 100,914,000   

  日本信号 30,000 715.00 21,450,000   

  ローランド ディー．ジー． 39,400 2,430.00 95,742,000   

  ヨコオ 24,600 1,073.00 26,395,800   

  日本航空電子工業 51,000 1,260.00 64,260,000   

  堀場製作所 17,000 2,735.00 46,495,000   

  シスメックス 9,200 7,740.00 71,208,000   

  フェニックス電機 51,900 1,553.00 80,600,700   

  エンプラス 28,900 3,270.00 94,503,000   

  大日本スクリーン製造 105,000 778.00 81,690,000   

  エフ・シー・シー 13,700 4,180.00 57,266,000   

  エー・アンド・デイ 33,500 1,572.00 52,662,000   

  朝日インテック 4,000 2,640.00 10,560,000   

  アーク 23,300 5,370.00 125,121,000   

  ピジョン 20,800 1,649.00 34,299,200   

  リンテック 26,400 1,747.00 46,120,800   

  マクロミル 214 501,000.00 107,214,000   

  テレパーク 128 387,000.00 49,536,000   
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評価額 
通貨 銘柄 株式数 

単価 金額 
備考

  サイバネットシステム 540 136,000.00 73,440,000   

  アイ・エックス・アイ 201 380,000.00 76,380,000   

  シーエーシー 19,200 1,339.00 25,708,800   

  ソフトブレーン 343 226,000.00 77,518,000   

  インデックス 435 151,000.00 65,685,000   

  インデックス(新) 435 147,000.00 63,945,000   

  沖縄セルラー電話 167 245,000.00 40,915,000   

  沖縄セルラー電話(新) 114 230,000.00 26,220,000   

  ネクストコム 228 664,000.00 151,392,000   

  ニイウス 808 148,000.00 119,584,000   

  グリーンホスピタルサプライ 435 144,000.00 62,640,000   

  黒田電気 38,000 2,030.00 77,140,000   

  サンリオ 46,500 1,186.00 55,149,000   

  ミスミグループ本社 16,500 3,780.00 62,370,000   

  エービーシー・マート 24,700 4,570.00 112,879,000   

  アスクル 16,800 6,570.00 110,376,000   

  ポイント 22,800 5,470.00 124,716,000   

  

ヴィレッジヴァンガードコーポレ

ーション 54 1,530,000.00 82,620,000   

  ハニーズ 8,300 4,100.00 34,030,000   

  あさひ 600 2,195.00 1,317,000   

  あさひ(新) 600 2,075.00 1,245,000   

  西松屋チェーン 19,200 3,840.00 73,728,000   

  ツルハ 11,200 3,510.00 39,312,000   

  ギガスケーズデンキ 39,100 2,510.00 98,141,000   

  いちよし証券 79,000 1,159.00 91,561,000   

  カブドットコム証券 403 178,000.00 71,734,000   

  興銀リース 22,800 2,265.00 51,642,000   

  ニッシン債権回収 214 179,000.00 38,306,000   

  日本アジア投資 30,000 561.00 16,830,000   

  パーク２４ 45,600 2,415.00 110,124,000   

  ダイヤモンドシティ 10,700 3,780.00 40,446,000   

  クリード 371 378,000.00 140,238,000   

  アーネストワン 24,200 2,655.00 64,251,000   

  フージャースコーポレーション 207 421,000.00 87,147,000   

  アセット・マネジャーズ 229 441,000.00 100,989,000   

  アルバイトタイムス 54,600 994.00 54,272,400   

  メッセージ 237 190,000.00 45,030,000   

  ソネット・エムスリー 40 676,000.00 27,040,000   

  ケネディクス 431 358,000.00 154,298,000   

  テイクアンドギヴ・ニーズ 1,065 117,000.00 124,605,000   

  サイバーエージェント 151 409,000.00 61,759,000   

  サイバー・コミュニケーションズ 295 226,000.00 66,670,000   

  フルキャスト 341 241,000.00 82,181,000   

  エン・ジャパン 194 561,000.00 108,834,000   

計 銘柄数：81     5,215,525,800   

  組入時価比率：99.2%     100％   

合計       5,215,525,800   

（注）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び合計金額に対する比率であります。 
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(2)株式以外の有価証券 

該当事項はありません。 

 

第２ 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 

該当事項はありません。 
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２ ファンドの現況 

りそな・小型株ファンド 現況   （平成17年10月末日） 

純資産額計算書 

 円

Ⅰ 資産総額 4,907,941,640 

Ⅱ 負債総額 59,204,862 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,848,736,778 

Ⅳ 発行済数量（口） 4,108,413,108 

Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 

 （１万口当たりの純資産額） 

11,802 

(1.1802) 

 
≪参考≫ 

ＳＧ 日本小型株マザーファンド 現況   （平成17年10月末日） 

純資産額計算書 

 円

Ⅰ 資産総額 6,691,499,945 

Ⅱ 負債総額 32,932,780 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 6,658,567,165 

Ⅳ 発行済数量（口） 5,244,312,814 

Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 

 （１万口当たりの純資産額） 

12,697 

(1.2697) 

 

 

 

第５ 設定及び解約の実績 

計算期間 設定数量（口） 解約数量（口）

第1期計算期間（平成16年9月1日～平成17年9月12日） 6,384,343,007 3,099,379,097

（注 1）本邦外における設定および解約の実績はありません。 

（注 2）第１期計算期間における設定数量は、当初募集期間中の設定数量を含みます。 
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